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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第７７回

神河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

日程に入る前に、総務課長、日和課長より欠席届が出ておりますので、御報告申し上

げます。本日９時から１０時の予定におきまして選挙管理委員会がございますので、そ

れの出席のために欠席届が出ております。御了承願います。

それでは、日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第２９号議案から第４１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第２９号議案から第４１号議案、平成２９年度各会

計予算を一括議題とします。

町長の所信表明並びに第２９号議案、平成２９年度一般会計予算の提出者の説明を求

めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） おはようございます。

それでは、第２９号議案の提案説明に先立ちまして、平成２９年度の予算並びに諸議

案の審議にあわせまして私の町政に対する所信の一端を申し述べ、議員各位並びに町民

の皆様の御理解と御協力を賜りたいというふうに存じます。

私は、町民の皆様を初め各方面の皆様から温かい御支援を賜り町政運営の重責を担わ

せていただきましてから８回目の予算編成となり、早いもので、本年１１月２６日に２

期目の任期満了を迎えようとしております。その間、神河町における解決すべき最大の

課題は人口減少と少子高齢化対策であると捉え、「交流から定住」をキャッチフレーズ

に、地域の魅力を最大限活用した交流人口のさらなる増加から移住・定住へつながる仕

組みづくりや仕事づくり、そして若者世帯の定住促進施策を中心に安心して子供を産み

育てられる環境づくりに懸命に取り組んでまいりました。２期目の総決算として、さら

なる皆様の信頼と期待にお応えするため、いま一度気を引き締め、新たな決意と情熱を

持って、より一層の町政発展と、一人でも多くの方に神河町に「住みたい、住み続けた

い、住むならやっぱり神河町」と感じていただけるよう「ハートがふれあう住民自治の

まち」の実現と、そして魅力いっぱいの豊かで元気な活気あふれた神河町の地域創生実

行２年目のまちづくりに全力で邁進してまいる所存であります。

昨年１２月議会定例会において、第１１９号議案、神河町峰山高原スキー場調整池設

置工事請負契約締結事項の変更の件の虚偽の答弁を受けた形で可決承認されたことによ

り、神河町議会、町民の皆様、そして神河町を応援していただいております全ての皆様
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に対する信頼及び信用を失墜させてしまったことを改めてここに深くおわび申し上げま

すとともに、今後このようなことが再び起こらないよう、機能チェック強化の徹底、そ

して再発防止策と安全対策強化のための内部統制システムの構築を図り、信頼回復と安

心・安全のまちづくりに努めてまいる所存であります。

さて、平成２８年度の我が国の経済は、これまでのアベノミクスの取り組みのもと雇

用・所得環境が改善し、経済の好循環が生まれ、緩やかな回復基調が続いております。

他方、平成２９年度の経済の先行きにつきましては、海外経済の不確実性や金融資本市

場の変動の影響等のリスクに留意する必要があり、あわせてアベノミクスの効果を地方

の隅々まで波及をさせ、生まれ始めた好循環を腰折れさせることのないように平成２９

年度の経済財政運営の基本的態度に示された施策を実施していくことにより引き続き雇

用・所得環境が改善し、経済の好循環が進展する中で、民需を中心とした景気回復が見

込まれております。

最近の国際情勢は、ヨーロッパではイギリスがＥＵからの離脱、そしてアメリカでは

トランプ氏が大統領に就任するなど、今ほど何が起こるかわからない、予想もしなかっ

たことが現実となっております。特にトランプ大統領が掲げる米国第一主義政策が国際

社会の混乱を招いており、とりわけ日米関係、そして我が国の経済活動に大きな影響を

及ぼしているところであります。

そのような経済情勢の中、取りまとめられた平成２９年度の国の予算案は、対前年度

比 ８％増の９７兆５４７億円で、高齢化に伴い年金や医療など社会保障費が膨らみ、

税収の伸び悩みで地方交付税がふえたことなどから、５年連続で過去最大を更新してお

ります。誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる一億総活躍社会は実

現段階に入り、アベノミクス新三本の矢であります第１の矢、戦後最大の名目ＧＤＰ６

００兆円、第２の矢、希望出生率 ８、第３の矢、介護離職ゼロに沿って、その取り組

みを加速化することとなっており、子育て支援等のための施策や地方創生関連事業、そ

して防衛関係に重点配分されております。

予算案と同時に決まった地方財政対策の計画額は対前年度比 ０％増の８６兆１０

０億円であり、その安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額は対前年度比 ７％

増の６２兆８０３億円と平成２８年度地方財政計画を上回る額が確保され、過去最高額

となっております。

そのうち地方交付税の総額は対前年度比 ２％減の１６兆２９８億円であり、まち

・ひと・しごと創生事業費は引き続き１兆円が確保され、また新たに公共施設等適正管

理推進事業費として５００億円が計上されました。さらに緊急防災・減災事業費も対

象事業を拡大した上で平成３２年度まで継続となりました。

去る１月２０日には安倍内閣の施政方針が示され、未来を生きる世代のための新しい

国づくりに挑戦するとして、力強く成長し続ける国づくり、安心・安全の国づくり、一

億総活躍の国づくり、子供たちが夢に向かって頑張れる国づくりを掲げ、憲法施行７０
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年の節目に当たり、私たちの子や孫の未来のため日本をどのような国にしていくのかに

ついて国会の場で議論を闘わせ、結果を出していくとの決意を表明され、大いにその実

行力、リーダーシップに期待するところであります。

続きまして、神河町の財政状況でございまして、平成２７年度決算における神河町の

財政状況では、財政の健全性を示す健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率、将来負担比率はいずれも早期健全化判断基準を下回り、着実に

改善してきております。特に実質公債費比率は平成２６年度で１８％未満を達成し、そ

の後も改善しており、平成２７年度決算において１ ６％となっております。しかしな

がら、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は９ ０％となり、前年度より １ポイン

ト悪化しており、依然として類似団体より高い水準で推移し、硬直化が顕著になってき

ており、財政運営に余裕がなくなってきております。

一方、一般会計の財政調整基金は計画のとおり積み立てており、平成２７年度末残高

は１９億０５５万０００円となっております。また、今後のまちづくりの貴重な財

源として合併特例債を活用したまちづくり基金へは１０億９８０万円を積み立て、着

実に財政基盤の強化を図ってまいりました。

今後の財政状況を見通しますと、普通交付税が一本算定へ向けて段階的に縮減し、加

えて５年ごとに実施される国勢調査人口の減少により普通交付税、町税等が減額してい

くことなどから、確実に一般財源収入が減少し財源不足が見込まれる中、予断を許さな

い厳しい状況が続くものと推測しております。

そのような状況の中、神河町の地域創生実現に向けた施策を集中的に実施していくと

ともに、これまで実施してきた必要不可欠な住民サービスを継続する中で、普通交付税

が１町分となる平成３３年度の財政状況を見通しながら財政運営を行っていく必要があ

ります。そのためには、さらなる事務事業の選択と集中による予算の重点化と第２次神

河町行財政改革大綱に基づく実施計画の不断の取り組みによる財政負担の軽減と平準化

を実現することにより、より健全な財政基盤を確立していくとともに、予算総額及び一

般財源の縮小を図っていく必要があると考えております。

平成２９年度の町政運営につきましては、第１次神河町長期総合計画の後期基本計画

に基づく事業を着実に推進することを基本とし、引き続きその将来像の実現に向けて着

実に取り組んでまいります。

平成２８年度を実行元年と位置づけ本格的に実施してきました神河町の地域創生の実

行２年目の目玉は、峰山高原スキー場の成功による地域内での経済循環の拡大と公立神

崎総合病院の北館改築であります。実行元年の総合戦略の総括と実行２年目に向けては

さらなる事業の見直し、拡充を行って、昨年度以上に私が先頭に立って、職員の力を結

集しながら、全職員一丸となって、強力かつ全力で推し進めてまいります。

これらの施策を効率的かつ効果的に推進し、町民の皆様に満足していただける成果が

得られるように施策の検討と見直しを行いながら、さらなる町民サービスの向上に結び
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つく行政運営に取り組んでまいります。

本年度も、町長就任以来、私が基本としております町民の皆様一人一人との対話や集

落懇談会を通しての意見交換などを大切に、常に耳を傾け、町政推進に当たってまいり

ます。

昨年１２月議会定例会において、第１１９号議案神河町峰山高原スキー場調整池設置

工事請負契約締結事項の変更の件が虚偽の答弁を受けた形で可決承認されたことにつき

ましては、二重三重のチェック機能がありながら機能していなかった組織上の甘さなど

多くの問題が明らかになったところであります。それらを踏まえて改めて管理職の役割

の再認識、そして機能チェック強化の徹底を図るとともに、その再発防止策と内部統制

システムの早期の構築に取り組んで、組織全体として報告・連絡・相談を徹底し、連携

強化を図りながら業務の執行に当たってまいります。

町民の皆様におかれましては、常に町政に関心を持っていただくとともに、自分たち

もまちづくりの担い手であるという意識を持っていただくようお願いするものでござい

ます。ともに協働しながら「ハートがふれあう住民自治のまち」の実現と、そして魅力

いっぱいの豊かで元気な活気あふれた神河町の地域創生実行２年目のまちづくりに向け

て町民の皆様と一緒になって取り組んでまいります。

次に、当初予算編成の基本的な考え方について申し上げます。

平成２９年度一般会計当初予算は、対前年度比１００万円、 ０％減の９１億６

００万円の予算案を編成いたしました。

歳出については、これまで人口減少対策として神河町独自で創設して実施してきまし

た施策を中心に、子育て世代への支援や地域経済の活性化、町民の安心・安全などのた

めのさまざまな事業予算を計上するとともに、引き続き町民生活に必要不可欠な行政サ

ービスの経費については確実に予算を計上したところであります。

また、最重点施策として、昨年度からの継続事業で、１つ目に神河町地域創生事業、

２つ目に公立神崎総合病院北館改築事業、３つ目に峰山高原スキー場整備事業、そして

ＣＡＴＶ光ケーブル化の中で、あわせて４つ目として高速ブロードバンド基盤整備事業

に重点配分を行いました。特に本年１２月にオープンを迎えるスキー場整備関連事業費、

交流施設である観光施設の利用促進に向けての老朽化した施設の改修事業費、地域創生

関係事業費についても重点的に予算に反映いたしました。

区からの要望事業については、引き続き予算を計上しております。

歳入については、町税、普通交付税ともに平成２８年度決算見込みをベースに増額を

見込み、不足する一般財源については財政調整基金の繰入金の増額や地方債により財源

確保を行ったところです。

次に、主要施策の取り組みについて説明をいたします。

これから御審議いただきます平成２９年度当初予算案は別冊のとおりでございますが、

ここでは最重点施策と長期総合計画の６つのまちづくりの柱に沿って、その主な概要を
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説明いたします。

最初に、最重点施策についてでございます。

最重点施策の第１として、神河町地域創生事業でございます。

神河町の地域創生については、実行２年目を迎え、引き続き神河町地域創生総合戦略

の事業一覧表、いわゆるアクションプログラムの４つの基本項目に沿って、現在実施し

ている事業の検証の中から見直し、拡充を行い、地方創生推進交付金など国や県の補助

金を最大限に活用しながら、設定しましたＫＰＩ、重要業績評価指標の目標の実現に向

け、地域おこし協力隊員を増員し、積極的に実施してまいります。

続きまして、基本項目に沿って御説明いたします。

基本項目第１の「豊かな自然を活かし、安定した仕事を創造する」では、これまで町

の発展を支えてきた農林業や既存企業の維持強化を図るとともに、魅力ある観光地づく

りと連携した地域ブランドの確立、さらには新規創業による新産業の創造を通じた神河

町における安定した仕事づくりを基本目標に、ＫＰＩとして平成３１年度に町内新規就

業者数を２００人に設定し、引き続き企業誘致、新規創業、事業拡大に対する支援、循

環型農業の取り組みへの支援、かみかわブランドの発掘やＰＲなどを進めてまいります。

また、魅力ある観光地づくりと情報発信を充実していくために、観光施設における公衆

無線ＬＡＮを順次設置していくとともに、町ホームページ、観光ナビのリニューアルを

行い、情報発信専門員によるインターネット、ＳＮＳを活用した神河町のＰＲに今まで

以上に力を注いでまいります。

基本項目第２の「地域の魅力を高め、交流から定住をとつなげる」では、今後都市部

から神河町へ移住してもらうためには、こうした地域の魅力を外に向かって情報発信し

ていくとともに、住民自身がこの町に生まれ住んでよかったと思えるような居住環境の

形成、まちづくりをさらに進めていくことを基本目標に、ＫＰＩとして平成３１年度に

２０歳以上の人口の社会増減数をゼロ人に設定し、引き続きシングルマザーの移住支援、

Ｕ・Ｊ・Ｉターンでの移住引っ越し費用の一部助成、転入した際に必要となるケーブル

テレビ、上下水道の加入負担金の免除、若者世帯に対する家賃や住宅取得費用の一部助

成、集落支援員や地域おこし協力隊による交流や地域での仕事づくりなどから定住促進

を図る取り組みなどを進めてまいります。そして、新たに若者世帯の住宅リフォーム費

用の一部助成制度を創設し、予算に盛り込んだところでございます。また、移住コーデ

ィネーターによる移住相談の充実とともに、空き家情報を初めとして、神河町での暮ら

しをサポートする移住支援策の情報発信に今まで以上に力を注いでまいります。

基本項目第３の「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」では、子

供を産み育てたいと願う人々に対して周産期・小児医療、保育、仕事との両立、いわゆ

るワーク・ライフ・バランスなどの面での困難を解消し、安心して子育てできる環境を

提供していくことを基本目標に、ＫＰＩとして、平成３１年度に合計特殊出生率を ５

６、出生数を８０人、就業と子育ての両立できる人の割合を８０％に設定し、引き続き
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出会いの機会を提供する縁結び事業、安心して出産していただけるように妊婦の健康診

査や不妊治療への助成、出産届の際のお祝い品の贈呈、保育所、幼稚園の保護者負担金

の軽減、中学３年までの医療費の無料化、保護者の仕事と育児を支援するための学童保

育と放課後子ども教室などに取り組んでまいります。

基本項目第４の「安心して過ごせる豊かな暮らしを創造する」では、高齢化の時代に

合った安心で生きがいのある暮らしが実現できる環境や子供の時代から地域の人々と触

れ合い地域を深く知る機会を提供していくことを基本目標に、ＫＰＩとして、平成３１

年度に住んでよかった生まれてよかったと感じる住民の割合を９０％、生きがいを持っ

ている高齢者の割合を５５％に設定し、引き続き中学２年生を対象とした子どもの夢を

叶える事業を実施するとともに、若者との交流の一環として、神戸学院大学との連携に

よる神河町の地域づくりへの提案をしてもらう神河プロジェクト２０１７に取り組んで

まいります。また、昨年度からの継続事業として、活力ある地域づくりのため、旧粟賀

小学校跡地の活用方策の提案を受けるＰＦＩ事業に取り組んでまいります。

続きまして、最重点施策の第２として、公立神崎総合病院北館改築事業でございます。

公立神崎総合病院は地域になくてはならない病院であるという共通認識のもと、神河

町の重要な地域創生事業として、現在、北館改築基本構想・基本計画に基づき実施設計

を行っているところであります。北館改築計画については、地域の中核病院として、必

要な診療機能への対応、療養環境の向上、効率的な病院運営、魅力ある環境づくりを基

本に、市町村合併特例事業債を有効に活用しながら平成２９年度から３１年度の８月ま

での２年５カ月で改築工事を行い、平成３１年９月全面オープンを目指して、その改築

事業費の予算を計上し、進めていくこととしております。

続きまして、最重点施策の第３として、峰山高原スキー場整備事業であります。

本事業については、神河町の重要な地域創生事業として平成２８年度と２９年度の２

カ年で実施しており、辺地対策事業債と交付決定を受けました国の平成２８年度の第２

次補正予算、地方創生拠点整備交付金を最大限に活用しながら本年１２月オープンを目

指して、その整備事業費の予算を計上し、進めていくこととしております。

最後に、最重点施策の第４として、ＣＡＴＶ光ケーブル化「高速ブロードバンド基盤

整備事業」であります。

ＣＡＴＶの今後の運営のあり方について、平成２７年度から継続して協議、検討を重

ね、公設民営を基本に進めていくこととしました。現在のＣＡＴＶ施設は開局後１５年

が経過しており、システム、機器等はともに老朽化と修繕部品の確保が困難な状況にな

っていることに加え、インターネット環境の超高速化への対応が急務なことから、旧神

崎町エリアの伝送路の光ケーブルへの更新とあわせ、必要な施設更新の整備を市町村合

併特例事業債を有効に活用しながら平成２９年度と３０年度の２カ年で実施する予定と

しており、その整備事業費の予算を計上し、進めていくこととしております。

次に、長期総合計画の６つのまちづくりの柱についてでございます。
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まちづくりの柱の第１は、「子どもたちが愛情に守られて育つまちづくり」でありま

す。

本町の少子化は引き続き厳しい状況が続いており、平成２８年の１月から１２月の出

生数は７１人と前年より１人ふえたものの、合計特殊出生率は １３と非常に低い水準

にあります。出生数はこれまでの施策の効果が継続してあらわれているのではないかと

思っておりますが、合計特殊出生率だけを見ると、平成３１年度のＫＰＩの ５６と比

較して非常に低い数値で推移しております。このような現状を克服し、安心して子供を

産み育て続けられる環境づくりを推進していくため、町と関係者間の連携、協力のもと、

引き続き総合的な対策を積極的に進めてまいります。

平成２８年度で健康福祉課に設置しました子育て世代包括支援センターでのワンスト

ップ窓口による妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援は引き続き実施し

てまいります。

公立神崎総合病院の北館改築事業にあわせ、病院と連携しながら病児・病後児保育の

実施に向けた検討を行ってまいります。

健やかに子供が育つ保育所や幼稚園での保育や教育については、子ども・子育て支援

制度に基づく施策の取り組みにより、ニーズに応じた質の高い保育や教育の提供に努め

てまいります。また、保育料については、子育て世帯の負担軽減を引き続き行ってまい

ります。

学校教育については、神河町総合教育会議で示された教育の方向性並びに第２期かみ

かわ教育創造プランの基本理念「ふるさとを愛し、心豊かで、自立した、神河の人づく

り」を基本に、神河町の将来のまちづくりを担う子供が安心して快適に学べる学校施設

の整備や、いじめや不登校等への問題に対応するためにスクールソーシャルワーカー事

業を取り入れるなど、よりよい教育環境への充実を図り、ふるさと郷土への愛着と誇り

を持った心豊かな人材を育んでまいります。

地域創生事業での村を守ろう・地域を守ろう・町を守ろう教育の一環として平成２８

年度から取り組んでいる日本一の学校づくりについては、Ｐｅｐｐｅｒ社会貢献プログ

ラムの採択、これは全国１７自治体の公立小・中学校２８２校が対象になっておりまし

て、この事業により全小・中学校に人型ロボット、ペッパーを配備し、先進的にプログ

ラミング教育を取り入れ、児童生徒の論理的思考力や問題解決力、創造力をより一層養

うための教育を推進するほか、本年１２月にオープンする神河町の自然を生かした峰山

高原スキー場でのスキー体験活動を予定しており、今後においても神河町でしか体験で

きない特色ある教育活動を積極的に取り入れていくこととしております。

神河町の将来を担う青少年の健全育成では、青少年補導委員会を中心に地域住民の皆

様の連携、協力のもと行っている補導及び防犯のパトロールについて、新たに防犯パト

ロール車、青パトの導入を検討しながら、その活動の充実強化を図ってまいります。

まちづくりの柱の第２は、「誰もが生きがいと安心を感じて暮らすまちづくり」であ
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ります。

本町においては、人口減少と少子化の影響により高齢化が進み、人口に占める６５歳

以上の割合が平成２９年１月末時点において前年比 ７ポイント増の３ ０％に達し、

他市町に比べ速いペースで超高齢化社会が進行しております。引き続き何歳になっても

元気で生活が送れるよう地域住民との連携、支え合いを基本とした保健・医療・福祉の

充実を図りながら、健康長寿のまちづくり、そして誰もが安全・安心を感じられる地域

社会の実現に向けた各種の施策を実施してまいります。

町民の皆様に満足していただける保健・医療・介護でのワンストップサービスを提供

してまいります。

高齢者の暮らしを支えるための取り組みでは、介護予防教室の開催、老人クラブ活動、

地域住民グループ活動への支援、人生８０年いきいき住宅助成事業などの施策を引き続

き実施してまいります。また、介護保険制度の改正による介護予防、生活支援について

は、平成２９年度からの総合事業の取り組みの中で、援護を必要とする方のニーズを把

握しながら介護予防・生活支援サービスを提供してまいります。

認知症高齢者に対しては、地域での見守り事業をしっかりと行ってまいります。

高齢者が可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができるよう、町と関係者間の連携、協力のもと、より適切な支援サービスを提供して

いくための仕組みである地域包括ケアシステムの推進については、在宅医療・介護連携

推進協議会における在宅・連携・人材をキーワードに３つの部会により具体策を検討し、

段階的に実施していくこととしております。

社会福祉協議会に設置を委託しています生活支援コーディネーター業務については、

引き続き各区における地域課題の掘り起こしとその対策を考えていくことを目的とした

生活支援協議体の設立等に向けた取り組みを進めてまいります。

障害者福祉の取り組みでは、第４期障害者福祉計画に沿った支援を実施するとともに

検証し、平成２９年度で障害者計画及び第５期障害者福祉計画を策定することとしてお

ります。

町民の皆様の健やかな生活を支える保健・医療の取り組みでは、自主的な健康づくり

に取り組む意識の形成を図るとともに、これまでの取り組みによる課題を明らかにしな

がら、効果的な生活習慣病に対する予防対策を展開してまいります。また、定期的な各

種健康診査、がん検診、予防接種、各区に出向いての健康教室、相談などは引き続き実

施するとともに、公立神崎総合病院との連携を進めてまいります。

公立神崎総合病院については、地域の医療を担う中核病院として、平成２９年度から

本格的に着手する北館改築工事にあわせ、医療体制、特に医師確保に努めるとともに、

老朽化した医療機器の更新や新しい機器を導入しながら診療機能の質的向上を図るとと

もに、平成２８年度で策定しました改革プランに基づき周辺病院とのネットワーク化等

により患者の皆様のニーズに応えられる病院づくり、病院運営を進めることで、より質
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の高い医療の提供に努めてまいります。

町民の皆様の安らぎのある快適な生活を守るためには、適切な防災・防犯対策を行い、

安全・安心な生活環境を確保することが必要であると考えております。

地域防災のかなめとして、町民の生命と財産を守るという大きな使命を担っている消

防団のさらなる防火防災体制を強化していくとともに、初期消火活動に必要な消防施設

設備の整備、消防団員が安心して活動できる環境づくりを進め、あわせて団員の確保に

努めてまいります。また、平成２８年度で整備しました災害時の緊急放送手段である防

災行政無線の運用については、迅速に正確な情報伝達に努めてまいります。

地域における夜間の防犯対策として、これまでの防犯灯設置に対する補助金にＬＥＤ

電球への切りかえの補助金を追加し、予算に盛り込んだところでございます。

本年１月の大雪での住民生活道路である町道の除雪の対応を踏まえ、除雪対策マニュ

アルを作成するとともに、緊急時の出動への協力や連携の体制整備を図り、今後の積雪

にしっかりと備えてまいります。

まちづくりの柱の第３は、「地域風土と調和した生活・文化を育てるまちづくり」で

あります。

人口減少が続いている本町にとって、地域の活力を維持していくためには、神河町に

住んでいる若者に将来にわたって住み続けていただくことが非常に重要であることから、

これまで進めてきました若者定住施策を拡充しながら若者世帯への支援を引き続き強力

に実施してまいります。加えて、地域創生事業での移住支援を積極的に展開し、移住者

の増加につなげてまいります。

何といっても住み続けられるための生活環境の整備や公共交通、ケーブルテレビ、そ

して道路、橋梁、上下水道などのインフラの基盤整備は重要な課題でありますので、そ

れらの施設設備の改修や適切な維持管理に努めてまいります。特に町民の生活道路とし

ての安全確保の面からも、町道の維持補修工事並びに新設改良工事については区要望も

含め確実に進めていくとともに、橋梁についても、長寿命化修繕計画に基づいて修繕工

事を着実に実施してまいります。

長谷地域住民が一体となり、公共交通の大きな柱であるＪＲ播但線長谷駅が今後も存

続するための事業の展開や活性化に向けた長谷駅利用促進計画の策定への支援を行って

まいります。

適切な管理が行われていない老朽化した危険な空き家について、地域の防災や景観等

の地域住民の生活環境に影響を及ぼしていることから、これらの空き家を適正に管理す

るための条例を制定するとともに、協議会を設置し、その対策に向けて取り組んでまい

ります。

神河町が進めている住宅施策の基本となる住宅マスタープランの更新を行ってまいり

ます。また、公共施設等総合管理計画に基づいた町営住宅の維持管理の取り組みでは、

平成３０年度に柏尾団地の建てかえを計画しており、その設計と用地取得に着手してま
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いります。しんこうタウン及びクラインガルテンカクレ畑の分譲については、紹介者へ

の報奨金制度を新設し、早期完売に向けて販売促進を図ってまいります。

水道事業については、平成２８年度で策定しました経営戦略に基づいた施設の管理運

営に取り組んでいくとともに、簡易水道と上水道との統合による機械類の更新を引き続

き実施してまいります。

下水道については、平成２８年度で策定しました経営戦略に基づいた施設の管理運営

に取り組んでいくとともに、施設の効率化と維持管理コストの削減を目的とした施設の

統廃合、長寿命化について、その計画を議会並びに地元住民への説明を行い事業に着手

していく予定としております。

神河町の文化財を生かした地域づくりの推進については、神河町歴史文化基本構想に

おいて、保存活用地域として指定している銀の馬車道沿線区域、福本遺跡を核とした関

連遺跡区域の２区域の具体的な保存活用計画に基づき、平成２９年度では、その実現に

向けての検討を進めてまいります。

生涯教育や芸術・文化の振興については、公民館を拠点に神河シニアカレッジや公民

館教室に新たな教室を設け引き続き学習機会を提供していくとともに、一般公演につい

ても、町民の皆様に喜んでもらえる内容を検討しながら開催してまいります。

日ごろからの健康づくりとしてのスポーツ振興に取り組んでまいります。

また、２０２１年に開催される関西ワールドマスターズゲームにおいて峰山高原がオ

リエンテーリングの競技大会の会場となっていることから、その競技の普及推進を行う

予定としております。

まちづくりの柱の第４は、「美しい自然を守り豊かな産業を創造するまちづくり」で

あります。

神河町の豊かな自然や地域資源を生かした農林業、商工業の連携による６次産業化を

推進し、収量アップにつながる農業の実現に向けた取り組みに加え、地域創生事業での

新規創業支援、企業誘致の推進、新たなかみかわブランドの発掘やＰＲなどを積極的に

進めてまいります。

農業については、神河町地域農業再生協議会を最大限に活用しながら農業の活性化と

再生に取り組んでまいります。神河アグリイノベーション事業と集落営農組織等との連

携による循環型農業への取り組みに対する支援、主食米以外の生産拡大や農業経営法人

化への支援、人・農地プラン策定への支援、米安全確保対策など、あわせて有害鳥獣で

ある猿、鹿、イノシシの捕獲対策の強化を図りながら安全で良質な農産物の生産拡大並

びに農地保全の取り組みを引き続き積極的に展開してまいります。

林業については、地球温暖化対策を初めとする環境保全を担う森林整備において水源

涵養機能等の公益的機能の高度化に向け計画的な森林管理１００％事業を実施するとと

もに、造林事業の補助を受けられない森林所有者が行う間伐や搬出等の森林施業に対す

る町独自の補助内容を拡充しながら林業の活性化、再生を図ってまいります。あわせて、
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町内産材を町内で使っていただくため、若者世帯の住宅取得及びリフォームの補助制度

に町内の製材事業者から木材を調達した場合の補助金を加算し、地域内循環を促進して

まいりたいと考えております。また、早生樹種であるセンダンの植林に向けての試験、

研究、そして紙幣の原料となるミツマタの活用等に引き続き取り組んでまいります。

中播北部クリーンセンターのＲＤＦ施設については、平成３０年４月から最長１０年

間の稼働延長で地元福本区と協議が調い、現在、神河町、市川町、事務組合の３者で次

期ごみ処理施設の整備の方向性について協議を進めておりましたところ、昨年１２月に

福崎町から次期ごみ処理計画への参画要望を受け、今後においては福崎町を含めた神崎

郡３町と事務組合で進めていくこととなりました。平成２９年度は新施設の建設場所の

選定を中心に検討、協議を重ねていく予定としております。

生ごみの減量化については、限りある資源を大切にする循環型社会の形成のために取

り組むべき施策と位置づけ、新たに町民参画による生ごみ減量協議会を設置し取り組ん

でまいります。あわせて、コンポスト導入による生ごみの減量化に向けた啓発並びに周

知を図りながら、その購入への補助を行い、クリーンセンターの収集ごみの減量化を推

進してまいりたいと考えております。

まちづくりの柱の第５は、「地の利を生かした交流を促進するまちづくり」でありま

す。

神河町は京阪神から約１時間３０分、姫路から約４０分と良好なアクセス環境にあり、

ＪＲ播但線、播但連絡道路でのＩＣカードやＥＣＴの利用が可能となり、一段と神河町

へのアクセスが容易になってきました。これまで以上に四季を通した魅力ある神河町を

町内外へ強力にＰＲ、発信していきながら、観光交流人口１００万人達成に向け、全て

の世代の方に楽しんでもらえる観光地を目指して取り組んでまいります。

さて、１２月にオープンするスキー場に関しましては、来場者を約５万人と見込んで

おり、非常に多くの方が来場されるのを契機に、冬の神河・峰山高原スキー場のイメー

ジを確立していきたいと考えているところであります。特にオープンまでのＰＲ活動や

情報発信などの事前準備については、町、商工会、観光協会が一体となったチーム神河

が中心となって、指定管理者のマックアースとともに連携しながら、あらゆる方策や手

段をとりながら全力で進めてまいります。また、スキー場への来場者の対応として、オ

ープン期間中の臨時駐車場とトイレを確保するとともに、町内消費を拡大するために水

車公園の物販売り場を拡張していく予定としております。あわせてアクセス道路の整備、

除雪対策にもしっかりと取り組み、万全の体制でオープンを迎えたいと考えております。

冬の大河内高原活性化プロジェクトは、兵庫県中播磨県民センターの支援を受け、ス

キー場オープンを契機にスキー場を核として一層の誘客を促進するためのプロモーショ

ンなどを県と連携しながら実施していくこととしております。

かみかわのにぎわいづくりでは、越知川名水街道、銀の馬車道、大河内高原、３つの

ゾーンにある観光施設を最大限に生かしながら、さらに多くの人々に神河町を楽しんで
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もらうため、新たな指定管理者制度のもと、それぞれの施設において独自のサービス向

上の取り組みを行いながら、より魅力ある観光地、施設として町内外に発信してまいり

ます。また、観光施設における公衆無線ＬＡＮの環境整備についても引き続き取り組ん

でまいります。

文化庁が認定する日本遺産への申請については、昨年に引き続き「播但貫く、銀の馬

車道 鉱石の道」として再申請を３市３町で行っております。あわせて昨年から関係機

関と協議してまいりました道の駅については、本年１１月のオープンを目指して、国道

３１２号線に隣接するかんざき大黒茶屋及びチェーン脱着場に道の駅「銀の馬車道・神

河」の整備を進めるとともに、兵庫県中播磨県民センターの支援を受け、銀の馬車道の

沿道の活性化を推進するオープニングイベントなどを県と連携しながら実施していくこ

ととしております。

平成２８年度で公共施設の温室効果ガスのＣＯ２ 削減に向けた省エネ機器・設備の導

入に係るカーボン・マネジメント事業に取り組み、温室効果ガスの排出量が多くＣＯ２

の削減効果が高い５カ所の施設、役場本庁舎、中央公民館、リラクシア、ヨーデルの森、

神崎フードの省エネ機器・設備の導入計画を策定し、平成２９年度から３年間で国の補

助金を有効に活用しながら順次導入していくこととしており、平成２９年度は観光施設、

リラクシア、ヨーデルの森、それぞれの空調、照明の省エネ機器・設備の導入に着手す

る予定としております。

まちづくりの柱の第６は、「住民・地域のやる気が活きるパートナーシップのまちづ

くり」であります。

町長懇談会における町民の皆様の意見や要望をまちづくりにしっかりと生かしてまい

ります。

町民の皆様にわかりやすい広報づくりに努めるとともに、町ホームページを通して町

内外に充実した情報提供を発信してまいります。

誰もが気軽に相談しやすいワンストップ窓口の取り組みをさらに充実しながら、公正

で開かれた行政を推進していくとともに、より一層の住民サービスの向上につなげてま

いります。

何といってもまちづくりの主役はそこに住む人たちであり、一人一人が誇りに思い豊

かさを実感できる地域の活性化づくり活動を支援するとともに、神河町男女共同参画推

進計画に基づいた住民、地域、企業等との連携と協働のもと、男女共同参画社会の実現

に努めてまいります。

活力ある地域づくりでは、旧粟賀小学校跡地の活用方策の提案を受けるＰＦＩ事業に

ついて、行政と地域住民が一緒になっての協働のもと、よりよい計画となるよう引き続

き積極的に進めてまいります。

町民の皆様から納付いただいております町税につきましては、的確な課税客体の把握

により公平公正な課税を行うとともに、徴収率アップへの取り組みを強化してまいりま
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す。

さらなる住民サービス向上の取り組みでは、平成２９年度においてコンビニエンスス

トアでのマイナンバーカード利用による住民票などの交付、そして町税や上下水道料金

などの公共料金の払い込みが可能となるシステムを導入し、平成３０年度からの運用を

目指して取り組むこととしております。

ふるさとづくり応援寄附金については、貴重な自主財源の確保に向けて返礼品を拡充

しながら、平成２９年度の目標を０００万円とし、積極的に取り組んでまいります。

公共施設の維持管理については、公共施設等総合管理計画に沿って適切に実施してま

いります。

これまで取り組んできました町の財産である公共建物、土地、インフラ、構造物など

の総務省が示す統一基準による固定資産台帳の整備に引き続き、それと連動した財務書

類の作成に取り組んでまいります。

現在の町行政において困難な事態に直面した際には、地方公共団体はみずからの判断

と責任において、その事態の解決に取り組んでいかなければなりません。その判断基準

として、職員が神河町にとって何が可能で何が不可能なのかという行財政の範囲を的確

に見定めながら政策の自己決定、自己責任による行財政運営を行っていかなければなり

ません。そのためには、条例などのルールづくりのできる能力、法制執務能力、施策を

企画立案し遂行する能力、いわゆる政策形成能力が必要かつ重要なことから、それに必

要な研修機会を多く確保して、職員一人一人のスキルアップとともに組織力の向上に努

めていかなければならないと考えております。

また、現在庁内で設置している政策調整会議の重要性はますます増してきており、そ

の機能が十分に果たせるようにさらに充実強化していかなければならないと考えている

ところであります。

昨年１２月議会定例会での峰山高原スキー場調整池工事をめぐる虚偽の報告による議

案の可決承認に至った件については、再発防止策と内部統制システムの早期の構築に取

り組んでまいります。

これからの行財政の運営については予断を許さない状況が続くことが推測されること

から、第２次神河町行財政改革大綱に基づく実施計画の不断の取り組みにより、財政負

担の軽減と平準化を目指し、より一層の経費削減に努めつつ、さらなる改革、改善に努

めてまいります。

以上を申し上げまして、平成２９年度の予算に対する私の所信といたします。

次に、第２９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本議案は平成２９年度神河町一般会計予算でございまして、地方自治法第２１１条第

１項の規定によりまして議会に提出するものでございます。

予算書の１ページをごらんください。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９１

億６００万円と定め、その歳入歳出予算の款項の区分、金額は第１表、歳入歳出予算
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によると定めております。前年度当初予算と比較して ０％、額にして１００万円の

減額でございます。

続きまして、歳入の主なものでございます。

１１ページをお願いいたします。１款町税は１９億８９１万０００円で、対前年度

比 ４％、額にして６８４万０００円の増額と見込んでおります。

２款から９款までの地方譲与税、そして各県税の交付金と地方特例交付金は前年度決

算見込みを基本に地方財政計画、そして県の配分見込みによりそれぞれ計上しておりま

す。

１０款地方交付税は３０億９００万円で、対前年度比 ４％、２５０万円の増額

でございます。普通交付税は、例年のとおり基準財政収入額、需要額を推計し、２６億

０００万円と見込んでおります。前年度の当初予算との比較では ８％、８００万

円の増額でありますが、前年度の算定額との比較ではマイナス ７％、４８４万０

００円の減額となっております。

また、特別交付税は４５０万円増額の３億９００万円を見込んでおります。

１２款分担金及び負担金は３５８万０００円で、対前年度比マイナス２ ３％、

１０９万円の減額でございます。

１３款使用料及び手数料は２億７７３万０００円で、対前年度比 ４％、３２２

万０００円の増額でございます。

１４款国庫支出金では７億８１６万０００円で、対前年度比 ４％、０１４万

０００円の増額でございます。

１５款県支出金は６億４１９万０００円で、対前年度比 ０％、５万０００円

の増額でございます。

１７款寄附金は１００万０００円で、対前年度比１４ ９％、０００万円の増

額でございまして、ふるさとづくり応援寄附金の増額によるものでございます。

１８款繰入金４億３２０万０００円で、対前年度比６ ７％、１億１３６万

０００円の増額でございまして、ケーブルテレビネットワーク維持基金繰入金と財源不

足を補うための財政調整基金繰入金の増額によるものでございます。平成２９年度当初

予算における財政調整基金繰入金は２億３００万円でございます。

２１款町債は１５億８３０万円で、対前年度比マイナス２ ３％、４億４００万円

の減額でございます。

続きまして、歳出の主なものでございます。

一般会計全体の給与費につきましては、平成２８年度当初と比較しまして職員数は１

名増加し１２９名、特別職３名を含み１３２名となっております。特別職の給料、手当

は３２４万０００円、教育長を含む一般職の給料は５億７９０万０００円、職

員手当は２億４８６万０００円、共済費は１億１０７万０００円、合計で１０

億７０９万０００円でございます。
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それでは、款別に重立ったものを前年度と比較して申し上げますので、１２ページを

お願いいたします。１款議会費は１億１７３万０００円で、対前年度比３ ３％、

９０２万０００円の増額でございまして、議場システムの更新整備により増額して

おります。

２款総務費は１６億６４７万０００円で、対前年度比４ ０％、５億７９６万

０００円の増額でございまして、ケーブルテレビの光ケーブル化による高速ブロード

バンド基盤整備等により増額しております。

３款民生費は１４億１万０００円で、対前年度比 ６％、９３６万０００円の

増額でございまして、介護保険事業特別会計繰出金、そして心身障害者福祉費等により

増額しております。

４款衛生費は１８億０９１万０００円で、対前年度比１ ３％、２億７５３万

０００円の増額でございまして、公立神崎総合病院事業会計への北館改築に係る出資

金等により増額しております。

５款農林水産業費は６億３３３万０００円で、対前年度比 ２％、４０６万

０００円の増額でございまして、道の駅整備事業等により増額しております。

６款商工費は５億８５３万０００円で、対前年度比マイナス２ ５％、２億０

６９万０００円の減額でございまして、峰山高原スキー場整備事業費の減額によるも

のでございます。

７款土木費は７億１３１万０００円で、対前年度比マイナス１ ０％、１億２２

７万０００円の減額でございまして、橋梁長寿命化修繕事業費の減額によるものでご

ざいます。

８款消防費は２億００３万０００円で、対前年度比マイナス６ ５％、６億１

３３万０００円の減額でございまして、防災行政無線システム整備事業の終了により

減額しております。

９款教育費は８億３３０万０００円で、対前年度比 ６％、２７７万０００

円の増額でございます。

１０款公債費は１０億５３４万０００円で、対前年度比マイナス ３％、７４

２万０００円の減額でございまして、元金償還金が９億１４６万、利子償還金が

３８７万０００円、公債諸費が１万０００円でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事から御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） それでは、ここで２９号議案の詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

平成２９年度神河町一般会計予算につきまして詳細説明をいたします。
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まず、８ページをお開きください。第２表、債務負担行為でございます。１つ目は寄

附講座設置事業で、期間は平成２９年度から平成３３年度まで、限度額は１億５００

万円でございまして、これにつきましては、引き続き国立大学法人神戸大学とリハビリ

テーション医学に関する寄附講座を設置するものでございまして、５カ年の契約により

実施するために設定するものでございます。

２つ目は高速ブロードバンド基盤整備事業で、期間は平成２９年度から平成３０年度

まで、限度額は７億３００万円でございまして、ケーブルテレビ事業において旧神崎

町エリアの光ケーブル化による高速インターネット環境を整備するもので、２カ年の契

約により実施するために今回設定するものでございます。

続いて、９ページをお願いいたします。第３表、地方債でございます。

１、臨時財政対策債は限度額３億３００万円で、これは国の地方交付税の財源不足

分を補うために発行する赤字地方債でございまして、その元利償還金は１００％交付税

算入されるものでございます。

２、ケーブルテレビ整備事業は限度額３億３２０万円で、旧神崎町エリアの光ケー

ブル化による高速ブロードバンド基盤整備事業に係るものでございます。

３、病院北館改築事業、限度額２億４６０万円で、これにつきましては、病院北館

改築事業に係るものでございまして、市町村合併特例債を発行し、病院出資金として支

出するものでございます。

４、農業施設整備事業は限度額０００万円で、道の駅整備に係るものでございます。

５、広域基幹林道開設事業は限度額１７０万円で、千ケ峰・三国岳線の事業費の県

負担金に対するものでございます。

６、観光施設整備事業は限度額２億６２０万円で、峰山高原スキー場整備に係るも

のが２億２１０万円、観光施設のカーボン・マネジメント事業による省エネ機器、設

備の導入に係るものが４１０万円でございます。

７、急傾斜地崩壊対策事業は限度額９００万円で、本村区、岩屋区の対策事業費の県

負担金に係る地方債でございます。

８、道路整備事業は限度額１億４４０万円で、町道神崎・市川線が２００万円、

町道神崎・市川線の支線が８５０万円、町道水走り中河原線が５２０万円、町道作畑

・新田線が０００万円、その他町道維持修繕等が８７０万円でございます。

９、橋梁整備事業は限度額０９０万円で、橋梁長寿命化修繕工事に係るものでござ

います。

１０、公営住宅整備事業は限度額０２０万円で、柏尾団地の建てかえに向けての設

計、用地取得の事業費に係るものでございます。

１１、消防施設整備事業は限度額５１０万円で、福本区、為信区の防火水槽２基の

設置、大畑部の消防ポンプ自動車、岩屋部、大山部の小型動力ポンプつき軽四積載車２

台の購入に係るものでございます。
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起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。

以上によりまして、起債の限度額を１５億８３０万円と定めるものでございます。

それでは、歳入歳出予算事項別明細書により説明をさせていただきますので、１３ペ

ージ、歳入をお願いいたします。

まず、町税でございます。町税については、一般会計説明資料の１０ページから１２

ページでございます。

それでは、予算書の１３ページ、１款町税、１項町民税、１目個人町民税は４億７

３８万円で、均等割０２２万０００円、所得割４億１６７万０００円、滞納分

５４７万０００円で、対前年度比８９８万円の増額でございまして、平成２８年度

の決算見込みを勘案しながら計上をいたしております。

２目法人町民税は６２６万０００円で、対前年度比４５４万０００円の減額で

ございまして、事業所数は２１０から２０６に減少しており、均等割４９４万円、税

割０９９万０００円、滞納３３万円でございます。

２項固定資産税、１目固定資産税は土地、家屋、償却資産に課税するもので、２８年

度の決算見込みを勘案しながら１２億６８５万０００円を見込んでおり、対前年度

比２９９万０００円の増額でございます。特に依存度の大きい関西電力の大河内水力

発電所に係る大規模償却資産につきましては５億６９９万０００円で、対前年度比

７５６万０００円の減額でございます。

３項軽自動車税は９９３万０００円で、対前年度比１０７万円の増額でございま

して、２８年度の決算見込みを勘案しながら計上いたしております。

４項町たばこ税は６６７万０００円で、対前年度比１６０万０００円の減額で

ございまして、これも２８年度の決算見込みを勘案しながら計上をいたしております。

２款地方譲与税から１５ページの９款地方特例交付金につきましては、２８年度の決

算見込みを基本にしながら地方財政計画、県の交付見込みを勘案して計上をいたしてお

ります。その資料につきましては、一般会計説明資料の１０ページから１２ページに記

載をしております。

予算の１４ページ、７款地方消費税交付金でございます。そのうち社会保障財源交付

金として０００万円を予定をしておるところでございまして、これについての充当先

については、一般会計予算の説明資料の８９ページと９０ページに一覧表を載せておる

とおりでございます。

１５ページ、１０款地方交付税は３億９００万円で、対前年度比２５０万円の増

額でございまして、先ほど町長の提案説明のとおりでございます。

１２款分担金及び負担金、１項分担金、１目総務費分担金は１０万円でございまして、

これにつきましては、転入の際に必要となる負担金、個人負担金を免除しており、事業

所の１件分を計上いたすものでございます。

２目農林業費分担金、１節林業費分担金は５０万円で、町単独林道補修事業の受益者
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分担金でございます。

３目土木費分担金、１節道路橋梁費分担金は７２万円でございまして、町単独道路の

改良事業の区要望による分担金でございまして、町道上越知２号線、裏坂線、峠線、こ

れら３路線の受益者分担金でございます。

２項負担金、１目総務費負担金は２８年度では東日本大震災の被災地への職員派遣に

係る人件費でしたけども、このたびは熊本地震の被災地、益城町への職員派遣に係る人

件費負担金５６５万０００円を計上いたしております。

２目民生費負担金、１節児童福祉費負担金９０７万０００円は寺前、神崎、そし

て管外の保育所の運営費負担金でございまして、引き続き子育て世代の負担軽減を行い、

計上をいたしております。

１６ページ、２節老人福祉費負担金２８万０００円は、養護老人ホームに入所して

いる３名の方の費用徴収金でございます。

３目衛生費負担金、２節水道費負担金１８万円は、消火栓の施設工事に係る受益者の

負担金でございます。

１３款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料は１億３９１万０００円

で、そのうちケーブルテレビの使用料は１億２６６万０００円で、対前年度比１７

４万０００円の減額でございます。

３目土木使用料、１節住宅使用料は、新たに中村団地８戸分がふえたことにより対前

年度比４３１万０００円増加の０６４万０００円でございます。

４目教育使用料、１節幼稚園使用料の幼稚園保育料１８５万０００円は、引き続き

子育て世代の負担軽減を行い計上をいたしております。

２節社会教育施設使用料のうち地域交流センター使用料は５４１万０００円で、や

まびこ学園への留学生は１２名を見込んで計上をいたしております。

１７ページ、２項手数料、１目総務手数料、３節戸籍住民基本台帳手数料のうち個人

番号通知カードの再交付に係る手数料として１件５００円の１００件分で５万円、そし

て個人番号カードの再交付に係る手数料として１件８００円の１０件分、０００円を

計上いたしております。

続きまして、１８ページから２４ページまでの国庫支出金、県支出金の説明は、今回

新たに一般会計の予算説明資料の１６ページから２９ページにそれぞれ内容を記載をい

たしておりますので、それらも参考にしながら見ていただければと思います。

１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は３億１４９万００

０円で、対前年度比０１８万０００円の増額でございまして、これは保育所運営費

負担金、そして心身障害者福祉費負担金がふえてございまして、それに対する、社会保

障に対する国の負担分の増額であります。

１節保育所運営費負担金は、神崎保育園と寺前保育所、そして町外の保育所合わせて

９０２万円で、補助対象事業費の２分の１でございます。
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２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金のうち地方創生推進

交付金は０３１万円で、そのうちシングルマザー移住支援事業が９２６万円、播磨広

域連携の銀の馬車道街道景観形成事業に係るものが１０５万円でございまして、交付

対象事業費の２分の１でございます。

１９ページ、２目民生費国庫補助金、１節社会福祉補助金のうち臨時福祉給付金等給

付事業は、引き続き簡素な給付措置として実施されることになったために、その補助金

１５０万円と事務費補助金３４９万円を計上するものでございます。社会資本整備総

合交付金５２万０００円は、人生８０年いきいき住宅助成事業分でございます。

３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金のうち社会資本整備総合交付金０５

４万０００円は病院北館改築の耐震改修に係る交付金で、病院出資金として支出する

ものでございます。

２節下水道事業費補助金４７万０００円は循環型社会形成推進交付金として合併処

理浄化槽の設置７人槽２基、５人槽１基に係る補助金で、補助対象事業費の３分の１で

ございます。

３節環境衛生費補助金３９１万円は地球温暖化対策推進事業補助金で、２８年度に

おいて公共施設のＣＯ２ 削減に向けて策定しましたカーボン・マネジメント事業による

省エネ機器、設備の導入補助金で、２９年度は観光施設、リラクシア、ヨーデルの森の

補助対象事業費の３分の２でございます。

４目土木費国庫補助金は２億４５６万０００円で、対前年度比８７７万００

０円の減額は橋梁長寿命化修繕事業に係る交付金の減額によるものでございます。

１節道路橋梁費補助金の、まず道整備交付金５００万円は対象事業費の５０％の補

助でございまして、町道神崎・市川線が０００万円、町道神崎・市川線の支線が０

００万円、町道水走り中河原線が５００万円でございます。

続いて、社会資本整備交付金の道整備１億５２３万円は橋梁長寿命化、修繕に係る

もので、補助対象事業費の６０％でございます。

２節住宅費補助金のうち社会資本総合整備交付金の定住促進３４０万０００円は、

まず古民家再生に係るものが１６６万０００円、空き家活用に係るものが２００万円、

田舎で起業定住促進に係るものが１５０万円、若者世帯の家賃補助が３７５万０００

円、若者世帯住宅取得支援が８３２万０００円、若者世帯の住宅リフォームに係るも

のが４５０万円、そして住宅マスタープランの策定、更新の部分が１６５万０００円

で、いずれも補助対象事業費の５０％の補助でございます。公営住宅の８７１万０

００円は柏尾団地の建てかえに向けての設計、用地取得の事業費に係るもので、補助対

象事業費の５０％でございます。

５目教育費国庫補助金、１節小学校費補助金のうち理科教育施設整備費等補助金５６

万０００円は各小学校の理科教育備品の購入に係るものでございまして、補助対象事

業費の２分の１でございます。
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３節社会教育費補助金のうち埋蔵文化財発掘調査費補助金１００万円は２８年度の調

査に引き続き銀の馬車道の確認調査を行い調査報告書をまとめていくものに係るもので、

補助対象経費の２分の１でございます。

２０ページをお願いします。１５款県支出金、県負担金、１目総務費県負担金、１節

移譲事務市町交付金３４０万０００円は、県から市町へ権限移譲された事務に係る交

付金でございます。

２目民生費県負担金は１億０５１万円で、対前年度比９９２万０００円の増額で

ございまして、これにつきましては、先ほど国庫の負担金と同様の理由でございまして、

保育所運営負担金、心身障害者福祉費負担金の社会保障施策に充当する県の負担金の増

額でございます。

１節保育所運営費負担金は神崎保育園と寺前保育所、そして町外の保育所合わせて

４５０万０００円で、補助対象経費の４分の１でございます。

２項県補助金、１目総務費県補助金、１節総務管理費補助金のうちバス対策費補助金

２５１万０００円は、神河町から生野までの赤字３路線への補助金に対しての３分の

２の県の補助金でございます。

２１ページのふるさと創生推進事業補助金２５０万円は銀の馬車道による交流の地域

づくり事業で、かみかわ木造インターンシップ事業によりますところの町並み、景観の

事業としまして旧難波倉庫の改修と銀の馬車道街道の粟賀駅の石碑の説明看板設置に対

する２分の１の補助でございます。

市町振興支援交付金８６４万０００円は、コミュニティーバス事業を行う市町への

交付金でございます。

電源立地地域対策交付金事業補助金９４０万円は、水車公園８３５万円、ホテルモ

ンテ・ローザ４２０万円、町民温水プール３００万円、町道の維持補修３８５万円、そ

れぞれの改修工事に充当をするものでございます。

２目民生費県補助金、１節社会福祉費補助金のうち民生児童委員活動費用弁償２２５

万０００円は民生児童委員３８名の活動費に対する補助金であり、民生児童協力委員

設置補助金３万０００円は民生児童協力員７２名の活動に係る傷害保険料に対する補

助金でございます。

地域生活支援事業補助金１９９万０００円は、障害者総合支援法に基づく障害福祉

サービスである手話通訳者の派遣、移動支援、日中一時デイサービス支援等の介護給付

費に対する補助金でございます。

人生８０年いきいき住宅事業補助金２３２万０００円は、高齢者や障害者の方が住

みなれた自宅で安心して自立した生活ができるように身体の状態に適した住宅に改造す

る場合の補助金でございます。

続いて、２節老人福祉費補助金、まず老人クラブ助成事業補助金１３５万０００円、

そして老人クラブ活動推進事業補助金８６万０００円は、それぞれ単位老人クラブ３
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６クラブの活動に対する補助金でございます。

そして、新たな補助金として、法人後見・市民後見推進事業補助金２７万０００円

は、成年後見業務を行う成年後見支援センターの開設に向けての準備委員会等の経費に

対する補助金でございます。

３節医療助成費補助金は１５７万０００円で、医療助成金と事務費の２分の１の

補助でございます。このたび兵庫県の制度改正により昭和４６年より実施されてきた老

人医療費助成事業が廃止をされ、新たに高齢期移行助成事業を創設されることになって

おりまして、それらを反映して計上をいたすものでございます。

４節児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金は、それぞれ保育所、幼稚園、そ

して健康福祉課関係の事業に充当するものでございます。

続いて、２２ページでございます。地域少子化対策重点推進交付金１２万０００円

は、子育てに温かい社会づくりの取り組み推進への補助金として思春期保健事業に充当

をいたすものでございます。

３目衛生費県補助金、そのうち母子保健医療対策総合支援事業補助金２６万０００

円は、子供が健やかに育つ環境づくりを推進するために、母子医療対策として産後ケア、

そして育児指導等の支援に係る補助金でございます。

また、僻地診療所運営費補助事業補助金２９２万円は、大畑、上小田、川上、それぞ

れの診療所の運営費に対しての補助金でございます。

４目農林水産業費県補助金、１節農業費補助金のうち、上から７行目、集落営農組織

高度化促進事業補助金２２０万円は、越知谷営農組合のコンバイン購入費の３分の１の

補助でございます。

市町振興支援交付金２０４万０００円は鹿、猿の有害捕獲に関する交付金でござい

ます。

農業経営法人化支援補助金９６万円は、集落営農組織の法人化へ向けての支援として

福本、大河営農組合に係る補助金でございます。

ため池緊急防災体制整備事業補助金２００万円は、防災減災の観点からのため池の改

修として、杉の奥垣内池のため池の用途廃止に伴う工事に係る補助金でございます。

道の駅整備補助金９９７万０００円は本年１１月にオープンを目指した道の駅整

備でございまして、あわせてオープニングイベント等の補助金でございます。

２節林業費補助金７６８万０００円は、引き続き県民緑税を活用した緊急防災林

整備事業、針葉樹林と広葉樹林の混交林整備事業等の補助金を計上をいたしております。

３節水産業費補助金１０万円は、引き続き水産業の再生や活性化を図るため内水面の

環境、生態系の維持、回復など漁業者が行う河川清掃等の活動や取り組みに対しての補

助金を計上をいたすものでございます。

５目商工費県補助金５６０万円は、峰山高原の滞在型健康づくり施設の整備に係る

償還金の補助金でございます。
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６目土木費県補助金、１節土木費補助金のうち、ひょうご住まいの耐震化促進事業補

助金９０万円は、簡易耐震診断を受けた住宅の建てかえや簡易な改修を行う場合の補助

金でございます。

２３ページの２節住宅費補助金の空き家活用支援事業補助金は、２分の１補助の４０

０万円でございます。

７目教育費県補助金、１節小学校費補助金の小学校体験活動事業補助金１１１万０

００円は、５年生対象の４泊５日の自然学校と３年生対象の自然に触れ合う体験型環境

学習に係る補助金でございます。

２節中学校費補助金のトライやる・ウイーク事業補助金４５万円は、２年生を対象と

した職場体験等に係る経費の補助金でございます。

スクールソーシャルワーカー事業補助金３２万０００円は、学校における教育相談

体制に係る福祉的な分野からの知識や技術を有するソーシャルワーカーを配置するため

の補助金でございます。

３節社会教育費補助金のふるさと創生推進事業費１２１万０００円は、継続して行

っております歴史文化遺産を活用したまちづくり支援事業として、説明案内板の設置や

播磨国風土記に伝わる物語の大型絵本の作成、そしてそれらのＰＲイベント事業に係る

もので、補助対象事業費の２分の１でございます。

学校・家庭・地域の連携協力推進事業補助金１０４万０００円は、土曜チャレンジ

学習事業分が５１万０００円、そして放課後子ども教室の事業分が５３万０００円

で、補助対象経費の３分の２の補助でございます。

３項県委託金、１目総務費県委託金、２節選挙費委託金は、夏に予定をされている県

知事選挙の委託金として０９１万０００円、そして３節統計調査費委託金３３万円

は、指定された統計調査に係る市町への委託金でございます。

４目農林業費県委託金、１節農業費委託金の地籍調査委託金１億４１８万０００円

は、県営事業として県から委託を受けるもので、対象事業費の１００％の委託金でござ

います。

２節林業費委託金、そのうちなら枯れ防除事業委託金は川上、大河原での防除に係る

もので、４０５万０００円を計上いたすものでございます。

２４ページ、７目教育費県委託金、１節教育総務費委託金、小学校英語教育支援充実

事業委託金５万円は、地域の人材を生かし小学校における英語教育の充実を図るための

委託金でございます。

１６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金６３１万０００円につき

ましては、一般会計で設置をしております財政調整基金を初めとした１０の基金の利子

収入でございます。

２目財産貸し付け収入７０９万０００円は、町有財産である土地や建物の貸し付け

収入でございます。
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続いて、２５ページをお願いいたします。１７款寄附金、２項指定寄附金１００万

円は、神河ふるさとづくり応援寄附金が０００万円、そして企業版ふるさと納税とし

て、スキー場整備事業に充当すべき神河まち・ひと・しごと創生寄附金として１００万

円でございます。引き続き寄附金がふえるように取り組んでいきます。

１８款繰入金、１項他会計繰入金の計１２３万０００円は、それぞれ特別会計か

らの繰り入れでございます。そのうち４目土地開発事業特別会計繰入金３３４万０

００円はしんこうタウンの第３期分譲に係るもので、３区画の売り払い収入相当額を繰

り入れするものでございます。

２項基金繰入金でございまして、２６ページに合計が載ってございます。４億１９

７万０００円は、一般会計で設置しております基金からそれぞれの目的に沿った事業

費の財源として充当するために繰り入れをするものでございます。そのうち、２５ペー

ジに戻っていただいて、１目公共施設維持管理基金繰入金７３０万円は、観光施設の

補修工事に繰り入れするものでございます。

続いて、２６ページ、５目神河ふるさとづくり応援基金繰入金６００万円は、２８

年度に収入する予定の神河ふるさとづくり応援寄附金を積み立てしたものを繰り入れし、

神河町の地域創生や６つのまちづくりの各施策の事業費の財源として充当をするもので

ございます。

６目財政調整基金繰入金２億３００万円は、予算編成に当たりまして、その財源不

足を補うために繰り入れするものでございます。

８目まちづくり基金繰入金２７０万円は、２８年度に発生する見込みの利子を積み立

て、それを区要望事業の財源として充当をいたすものでございます。

９目ケーブルテレビネットワーク維持基金繰入金０００万円は、高速ブロードバン

ド基盤整備事業の財源として繰り入れするものでございます。

２６ページから２７ページにかけて、２０款諸収入、３項貸付金元利収入１３３万

０００円でございまして、過去に住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金などとし

て貸し付けを行ってきました部分の貸付金の元金の回収と利子収入でございます。

４項受託事業収入、１目衛生費受託収入７３万円につきましては、環境整備受託事業

収入として県道敷きの除草作業に係る県からの収入でございます。

５項雑入につきましては、これまで説明してきました歳入科目に含まれない収入をそ

れぞれ計上をいたしております。その中で、２９ページをお願いいたします。２９ペー

ジの雑入の中ほど、コミュニティー助成事業助成金３００万円、これにつきましては、

栗区のイベント備品の購入に係る助成金が２５０万円、そして峰山高原の環境保全に係

る助成金が５０万円でございます。

続きまして、３０ページをお願いいたします。観光施設土地等使用料２１１万００

０円、これにつきましては、観光施設の指定管理者から受け入れするものでございまし

て、新田ふるさと村が１５０万円、グリーンエコー笠形６１万０００円でございます。
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峰山高原スキー場施設使用料０００万円につきましても、指定管理者から受け入れ

するものでございます。

伝統文化親子教室事業支援金返納金７９万円につきましては、日本一の学校づくりと

して長谷小学校が取り組んでおります伝統文化親子教室事業に対する文化庁からの補助

金、これが直接実施団体に入るということで、それを返納金という形で受け入れをいた

すものでございます。

続いて、２１款町債でございます。これにつきましては先ほど９ページ、第３表で説

明したとおりでございます。

以上で歳入の説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 説明の途中ですが、ここで暫時休憩をいたします。再開を１１

時１５分といたします。

午前１０時５３分休憩

午前１１時１５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

それでは、引き続きまして説明を受けます。

２９号議案、歳出からお願いします。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。それでは、

引き続きまして、３１ページ、歳出でございます。歳出につきましては、予算の説明資

料の３０ページから８８ページにかけて、それぞれの説明、財源内訳を記載をいたして

おりますので、それとあわせて見ていただければと思います。

まず、１款議会費１億１７３万０００円でございまして、町議会議員１２名、議

会事務局の一般職３名の人件費、そして住民の代表として住民の意思を総合し町政に反

映させ町の意思を形成するための本会議、そして常任委員会等の開催など議会運営に係

る経費を計上をいたしております。このたび議員の報酬につきましては、神河町報酬審

議会の答申に基づき、月額にして議長２万円、副議長１万円、常任委員長及び議会運営

委員長０００円、議員０００円の引き上げ、そして期末手当は一般職に準じ １月

の引き上げを反映し、計上をいたしております。

１３節委託料のうち議場システム更新委託料７００万０００円は、議場のマイク、

音響、カメラなどの機器やそれらをコントロールする設備を更新する経費でございます。

３２ページから３５ページ、２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は４億

０３９万０００円で、特別職２名、総務課の一般職１９名の人件費と行政運営に係る

総合行政用コンピューター運営などの事務経費、ふるさと納税関連経費、区長会運営経

費などを計上をいたしております。特別職の給与は神河町の報酬審議会の答申に基づき

まして改定は行わず据え置きとしており、期末手当については一般職に準じ １月の引
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き上げを反映し計上をいたしております。

３３ページをお願いいたします。８節報償費のうち記念品５００万円は、ふるさと

づくり応援寄附金に対する返礼品でございます。

１２節役務費で、その宅配代として５００万円を計上をいたしているところでござい

ます。

続いて、３４ページ、証明書等コンビニ交付発行手数料１万０００円につきまして

は、システム導入前のテストの手数料でございます。

１３節委託料の中で、中ほど、システム改修委託料８７２万０００円、これにつき

ましては、社会保障・税番号システムの情報連携の本格稼働への対応の改修費といたし

まして６９９万０００円、そして子育て支援マイナポータル対応への改修費として６

５万０００円、平成３０年度の評価がえに向けた固定資産システムの改修費に１０６

万０００円で、合計８７２万０００円でございます。

続きまして、その下、システム導入委託料３７５万０００円でございます。これ

につきましては、マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニでの交付、そして税

等のコンビニでの収納、払い込み、それらのシステムの導入経費が９９９万０００

円、そして情報セキュリティー強靱化への対応分が３７６万円でございます。

同じ委託料の固定資産台帳整備及び財務書類作成に関する支援業務委託料４３２万円

につきましては、２８年度で進めております総務省が定める統一的な基準による固定資

産台帳の整備に引き続きまして、それと連動した２８年度決算ベースでの財務書類の作

成に向けての支援業務の経費でございます。

３５ページをお願いいたします。２６節寄附金３００万円は８ページの第２表、債

務負担行為で説明しました寄附講座設置事業に係るものでございまして、平成２９年度

の支出予定額でございます。

２目文書管理費は１８２万円で、毎月発行する広報の作成経費、そして町の例規集

の整備、町ホームページの管理経費などを計上をしております。本年は町ホームページ

の管理を総務課で行うこととしており、それとともに町ホームページのリニューアルを

いたしていく予定としております。

３６ページをお願いいたします。３目会計管理費は７２９万０００円で、会計課

の一般職４名の人件費と会計処理に係る事務費を計上をいたしております。そして指定

金融機関取扱手数料等も計上をいたしております。

３６ページから３８ページ、４目財産管理費は１億４３６万０００円で、本庁舎、

支庁舎、センター長谷、公用車等の維持管理経費と基金への積立金を計上しております。

３７ページをお願いいたします。１８節備品購入費の車両購入費９５８万０００円

は、公用車として普通乗用車２台と軽四の福祉車両１台を購入する経費でございます。

また、一般備品購入費１６３万０００円のうち公用車に設置するドライブレコーダー

３０台分とＥＴＣカードの設置１０台分、これらの購入費１２２万０００円を含めて
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計上をいたしております。ドライブレコーダーにつきましては、安全運転意識の向上を

図るという観点から、２９年度と３０年度、２年の計画で全公用車に設置をする予定に

いたしておるところでございます。

３８ページをお願いします。２５節積立金の神河ふるさとづくり応援基金積立金０

００万円は、ふるさと納税として寄附していただいたものを次年度のまちづくり施策へ

の財源とするために基金に積み立てるものでございます。

その下の公共施設維持管理基金積立金９５４万０００円には、スキー場施設使用

料として指定管理者から収入した額から公債費に係る償還金を除いた８８２万００

０円が含まれております。

続いて、３８ページ、５目交通対策費は８２９万０００円で、交通安全への啓発

経費、コミュニティーバスの運行経費、交通安全施設の整備工事費など公共交通対策に

係る経費を計上をいたしております。ＪＲ播但線長谷駅利用促進として、１３節委託料、

長谷駅利用促進計画策定業務等委託料２２０万円、これにつきましては、長谷地域住民

が一体となって長谷駅を存続させるための事業展開や活性化に向けた計画策定の委託料

が２００万円、そして長谷駅の利用促進に向けた施策の検討について、長谷地区の振興

を考える会に委託する経費２０万円でございます。また、１９節負担金、補助及び交付

金の長谷駅利用促進通勤・通学者交通費補助金３５万０００円は、通勤、通学時の長

谷駅通過列車により発生する寺前駅、生野駅からの折り返し乗車賃を補助するものでご

ざいまして、学生５名、通勤者１名分でございます。１５節工事請負費の交通安全施設

整備工事費４４５万円につきましては、そのうち区からの要望のあった２件、９５万円、

そして通学路のカラー舗装、グリーンベルトの舗装について、１５０万円を含んで計上

をいたしております。

３８ページから４１ページ、６目企画費は１億７６４万０００円で、地域振興課

の職員４名とひと・まち・みらい課の一般職５名の人件費、そして地域創生事業を中心

に町の活性化のための事業の経費を計上をいたしております。これらの事業内容につき

ましては、一般会計予算説明資料の３４ページから３７ページでございます。

３９ページをお願いいたします。７節賃金３９０万円、これにつきましては、地域

おこし協力隊員３名、集落支援員１名、情報発信専門員１名、移住プランナー１名の計

６名分を計上をいたしております。８節報償費の指導者謝礼５４６万円は、国の外部専

門家（アドバイザー）制度を活用しながら、地域おこし協力隊員の活動の支援や定住促

進に向けた取り組みの支援を行っていただく経費でございます。１３節委託料でござい

まして、４０ページをお願いいたします。歴史的景観形成重要建築物調査委託料６００

万円、古民家調査委託料３００万円、修景計画作成委託料３６５万円、修景事業委託料

４４５万円、そして１５節の工事請負費５００万円、合わせて２１０万円でございま

して、これにつきましては、地方創生推進交付金事業の播磨広域中枢連携における銀の

馬車道街道である中村・粟賀町歴史景観形成地区の修景事業でございます。そして委託
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料の神河プロジェクト地域活性化提案事業委託料３０万円は、神戸学院大学による神河

町地域づくりや活性化への提案事業に係るものでございます。

続いて、４１ページから４３ページ、７目ＣＡＴＶ管理運営費は６億０６８万０

００円で、情報センター職員の４名の人件費とケーブルテレビの管理運営経費を計上を

いたしております。８ページ、第２表、債務負担行為で説明しました高速ブロードバン

ド基盤整備事業の平成２９年度の事業費といたしまして、４２ページの１３節委託料、

設計監理業務委託料８８７万０００円、そして４３ページ、１５節工事請負費の情

報通信基盤整備工事請負費３億５１２万０００円、１８節備品購入費の一般備品購

入費６００万円、合わせまして７００万円を計上をいたしております。

８目諸費、１９節負担金、補助及び交付金の集落集会施設整備事業補助金４４万０

００円は、新田区の集会所の修繕工事に係る補助金でございます。

４３ページ、９目総合推進費３７万０００円は、町の行財政改革の取り組み状況に

ついて審議をしていただく神河町行財政改革推進委員会の開催経費でございます。

１０目消費者行政費は１２５万０００円で、消費者への啓発や相談窓口として福崎

町に共同で設置をしております神崎郡消費者中核センターへの負担金、そして町消費生

活の会補助金など、消費者対策の経費を計上をいたしております。

続いて、４３ページから４４ページ、２項徴税費、１目税務総務費は９０３万０

００円で、税務課の一般職４名の人件費と税務事務に係る事務経費を計上をいたしてお

ります。

４４ページをお願いします。１３節委託料１４５万０００円で、それぞれ４つの

委託料につきましては、いずれも平成３０年度評価がえに向けての固定資産税の適正か

つ公平な課税を行うための業務委託に係る経費でございます。特に固定資産税基礎図面

等整備委託料におきまして、土地、家屋の正確な現況把握のために航空写真撮影を予定

をいたしております。

続きまして、４４ページから４５ページ、２目賦課徴収費２７７万０００円は、賦

課及び徴収事務に係る事務経費を計上をいたしております。３項戸籍住民基本台帳費、

１目戸籍住民基本台帳費は０４６万０００円で、住民生活課の１名の人件費と戸籍

法、住民基本台帳法に基づく事務処理に係る経費を計上をいたしております。

４５ページから４６ページ、４項選挙費、１目選挙管理委員会費は９２１万０００

円で、選挙管理委員会委員４名の委員報酬、そして委員会の運営経費、選挙管理委員会

書記としての総務課の職員１名の人件費を計上をいたしております。

４６ページから４７ページ、２目県知事選挙費は０９１万０００円で、７月３１

日に任期満了となることから、夏に予定をされており、その選挙事務費を計上をいたし

ております。

４７ページから４８ページ、３目町長選挙費は７３８万０００円で、１１月２６日

に任期満了となることから、秋に予定をされており、その選挙事務費を計上をいたして
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おります。

４８ページから４９ページ、５項統計調査費の合計３５万０００円につきましては、

国、県から指定をされた統計調査を行うのに必要な経費を計上をいたしております。

４９ページから５０ページ、６項監査委員費７４万０００円につきましては、監査

委員２名の委員報酬と会計監査及び行政監査に係る事務経費を計上をいたしております。

５０から５１ページ、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費４億４７

４万０００円で、住民生活課の一般職３名の人件費、そして防犯対策、社会を明るく

する運動神崎郡民大会の開催経費、民生児童委員３８名の活動費用弁償等を計上してお

り、５１ページの１９節負担金、補助及び交付金の町社会福祉協議会への補助金７２

７万０００円、そして２８節繰出金の国民健康保険事業、介護保険事業への特別会計

繰出金３億７３０万０００円など、社会福祉行政経費をそれぞれ計上をいたしてお

ります。その中で、１９節負担金、補助及び交付金の臨時福祉給付事業補助金１５０

万円は、引き続き簡素な給付措置として１人当たり１万０００円の１００人分を見

込んで計上をいたしております。防犯灯設置補助金４５２万円は、ＬＥＤへの切りかえ

の補助金も見込んで計上をいたしており、集落公園等整備事業補助金１１１万０００

円は、野村区、そして本村区へのそれぞれの公園整備に係る補助金でございます。

５１ページから５３ページ、２目老人福祉費は２１８万０００円で、老人クラブ

３６クラブへの助成、シルバー人材センター負担金、地域住民グループ支援、タクシー

運賃助成、老人保護措置費など、老人福祉行政に係る経費を計上をいたしております。

５３ページから５４ページ、３目心身障害者福祉費は２億０７３万０００円で、

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス利用時の介護給付費などを計上をいたして

おります。

５４ページから５５ページ、４目医療助成費は８７５万０００円で、制度改正に

より老人医療にかわる高齢期移行者、そして重度障害者、乳幼児、ゼロ歳から中学３年

生まで、母子・父子家庭、高齢障害者等に係る医療助成金と事務費をそれぞれ計上をい

たしております。

５目国民年金事務費は０４３万０００円で、住民生活課の１名の人件費と国民年

金の届け出に係る事務経費を計上をいたしておりまして、２９年度で社会保障・税番号

導入による統一様式に対応するためのシステム改修を行う予定といたしております。

５６ページ、６目民主化推進費は１７２万０００円で、人権や地域改善の活動への

助成金を計上をいたしております。

７目後期高齢者医療費は１億７９３万０００円で、１９節負担金、補助及び交付

金の兵庫県後期高齢者医療広域連合への療養給付費の負担金１億０５７万０００円、

そして２８節繰出金では、町が設置をしている特別会計への繰出金０４１万０００

円を計上をいたしております。

５６ページから５７ページ、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は８３１万円で、
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子ども・子育て会議委員１２名の委員報酬と子供を健やかに産み育てる支援金、子供会、

縁結び事業、出産祝い品など、児童福祉に係る経費を計上をいたしております。

２目児童措置費は１億３０６万円で、児童手当とその給付に係る事務費を計上をい

たしております。

３目保育所費は１億２１２万０００円で、子ども・子育て支援法に基づき、寺前

保育所、神崎保育園、管外保育所においてそれぞれ円滑な運営を行うため、それぞれの

施設での運営委託料、そして一時預かり事業の補助金等を計上をいたしております。

５８ページから５９ページ、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生費は７億

２６６万０００円で、健康福祉課の１２名の人件費と公立神崎総合病院、水道事業会

計への補助金、介護療育、ケアステーションかんざき、特別会計への繰出金など、保健

衛生行政に係る経費を計上をいたしております。その中で、２４節投資及び出資金３億

５１４万０００円につきましては、病院事業会計への資本的収支、４条への出資金

で、そのうち病院北館改築に係る出資金として、合併特例事業債と耐震改修に係る社会

資本整備総合交付金を財源といたしますところが２億５１４万０００円でございま

す。病院事業会計への繰り出しの合計につきましては、１９節負担金、補助及び交付金

の収益的収支、３条への補助金２億０６０万０００円と合わせて５億５７５万

０００円でございます。

５９ページから６０ページ、２目健康づくり対策費は６９３万０００円で、健康

教育、相談、特定基本健診、がん等各種検診、予防接種、食育計画の推進など、町民の

健康増進、そして自主的な健康づくりに取り組む意識の形成などを目的とした事業の経

費をそれぞれ計上をいたしております。５９ページの７節賃金、嘱託・臨時職員賃金１

６８万円は、健康づくりに係る地域おこし協力隊員１名の賃金でございます。

６０から６１ページ、３目母子衛生費は２０７万０００円で、乳幼児健診、５歳

児までの相談、虫歯予防、妊婦健康支援、特定不妊治療助成、産後ケア、子育て包括支

援センターに係る経費など、ゼロ歳から５歳児、そして妊娠から出産、育児等に関する

母子保健事業の経費をそれぞれ計上をいたしております。

６１から６２ページ、４目保健衛生施設管理費は４００万０００円で、大河内保健

福祉センターの施設の維持管理に係る経費を計上をいたしております。

５目診療所費は８８２万円で、川上及び上小田診療所の開設に係る運営費、そして郡

医師会で実施をしています休日の在宅当番医制事業への負担金、救急救命センターへの

運営負担金などを計上をいたしております。

６２ページから６３ページ、２項環境衛生費、１目環境衛生費は１６８万０００

円で、住民生活課の５名の人件費と畜犬登録、狂犬病予防注射等の事務、そして神崎郡

北部火葬場の運営負担金５６３万０００円など、環境衛生行政に係る経費を計上を

いたしております。

２目公害対策費は１２６万０００円で、町内５カ所での河川の水質汚染調査の委託
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料、そして１５節工事請負費では神崎フードセンターの周辺環境対策としての工事費を

引き続き計上をいたしております。

６３から６４ページ、３項清掃費、１目ごみ処理費は３億７８５万０００円で、

町内一斉のクリーン作戦、不法投棄物の処理、資源ごみ回収補助金、そして中播北部ク

リーンセンターの運営負担金３億３０７万０００円など、それぞれ経費を計上をい

たしております。６４ページの１９節負担金、補助及び交付金の中で家庭用生ごみ処理

容器購入費補助金２９８万０００円は、循環型社会の形成への取り組みとして、生ご

み減量化に向けコンポスト購入に係る費用の一部を補助するもので、１００台分を見込

んでおります。

２目し尿処理費は５億５５９万０００円で、町内５３０基の合併処理浄化槽の維

持管理経費、そして中播衛生センターへの運営負担金０５９万円、合併処理浄化槽７

人槽２基、５人槽１基の設置補助金３２９万円、下水道事業会計への補助金４億円など

を計上をいたしております。

６４ページから６５ページ、５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費は

４４２万０００円で、農業委員２１名の委員報酬、地域振興課の１名分の人件費と農

業委員会の運営、農地の基本台帳管理、農業者年金に係る経費をそれぞれ計上をいたし

ております。

６５ページから６６ページ、２目農業総務費は１０９万０００円で、地域振興課

の４名と再任用１名の人件費、そして中播農業共済事務組合への負担金、それぞれ農政

事務に係る経費を計上をいたしております。

６６ページから６７ページ、３目農業振興費は１億４７１万円で、各区の農会長、営

農組合長への農政事務協力謝礼、中山間地域等直接支払い交付金、有害鳥獣対策、多面

的機能支払い交付金、米安全確保対策、鹿捕獲支援等、農政施策に係る経費を計上をい

たしております。そのうち、６７ページをお願いします。１９節負担金、補助及び交付

金の中で、農業機械施設整備支援事業補助金１７７万０００円、これにつきましては、

町単独の農機具の補助事業でございまして、杉、岩屋、鍛治の３営農組合への農業機械

導入に係る補助金でございます。集落営農高度化促進事業補助金２２０万円は、県の補

助事業でございまして、越知谷営農組合への補助金でございます。農業経営法人化支援

事業補助金８０万円は、福本、大河の営農組合への法人化に向けた補助金でございます。

６７ページから６８ページ、４目農地費は０４６万０００円で、１９節負担金、

補助及び交付金の区から要望のあった７件の町単独土地改良事業補助金５６５万円を初

めとして計上をいたしております。また、１５節工事費１８０万円はため池改修工事で

ございまして、杉区の奥垣内池の用途廃止に伴う工事でございます。

６８から６９ページ、５目農業施設管理費は１億３５６万０００円で、水車公園

と神崎フードのそれぞれの施設維持管理経費、そして道の駅整備事業を計上をいたして

おります。水車公園につきましては、１３節委託料の設計監理業務委託料５０万円、１
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５節工事請負費の０３０万０００円で、スキー場オープンを見据えての物品売り場

の拡張をする工事を進めていきたいと考えております。続きまして、道の駅整備事業に

つきましては、１１節需用費の消耗品３８万円、印刷製本費の４８万０００円、１３

節委託料の道の駅オープニング委託料１００万円、管理業務委託料７８１万０００円、

１５節工事請負費１億４７２万０００円、１８節備品購入費のうち４０２万００

０円、事務費として９節旅費７万０００円と１４節使用料及び賃借料１万０００円、

１９節負担金、補助及び交付金の１万円、これら合わせまして１億８５２万０００

円を計上をいたしております。

６９ページから７０ページ、６目地籍調査費は１億０２８万円で、地籍課の一般職

１０名の人件費と山林部調査、新田地区、猪篠地区、越知地区、川上地区、大山地区で

それぞれ実施する事業費を計上をいたしております。

７０ページから７１ページ、２項林業費、１目林業総務費は４０７万０００円で、

地域振興課の１名の人件費と県営事業の広域基幹林道の千ケ峰・三国岳線工事費の県へ

の負担金、そしてその他林政事務に係る経費を計上をいたしております。

７１ページ、２目林業振興費は６７２万０００円で、木工芸センターピノキオ館

の指定管理料、川上、大川原のナラ枯れ対策業務委託料、森林管理１００％推進による

造林事業、県民緑税を活用した緊急防災林などの整備などを計上をいたしております。

１９節負担金、補助及び交付金の町単独補助事業間伐補助金９２２万円、そして２０

０万円未満の裏山防災工事に係る部分で治山治水補助金の区要望２件分、３１１万を計

上をいたしております。

続いて、７２ページ、３項水産業費は７９１万０００円で、寺前、長谷、越知川の

各漁協への補助金、そしてそれぞれの河川流域の多面的機能発揮対策事業負担金と事務

費を計上をいたしております。

６款商工費……。

○議長（安部 重助君） 特命参事、ここで説明を中断してください。

ここで昼の休憩のため暫時休憩をいたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午前１１時５８分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

午前中に引き続きまして、第２９号議案についての説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 説明に入ります前に、午前中に説明をし

た中で１点誤りがございましたので、訂正をさせていただきます。

４１ページから４３ページの７目、ＣＡＴＶ管理運営費の中で高速ブロードバンド基

盤整備事業の合計額、７００万円と申しましたものは４億０００万円の誤りでござ
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いますので、訂正をさせていただきます。

それでは、引き続きまして、６款商工費、１目商工振興費は２８３万０００円で、

地域振興課の一般職３名の人件費、そして町商工会補助金０６０万円、ハートフル商

品券の補助金３００万円を含んだ商業振興事業補助金などを計上をいたしております。

７３ページから７５ページ、２目観光振興費は１億６３２万０００円で、地域振

興課の２名の職員、そして再任用予定の２名の人件費、町観光協会への補助金９８８万

円、夏まつり４３８万０００円を初めとした地域活性化事業、そして各観光施設の指

定管理料や維持管理費、改修工事費など、観光施設に係る経費を計上をいたしておりま

す。７節賃金２２４万円につきましては、地域おこし協力隊員１名の賃金でございます。

カーボンマネジメント事業として、観光施設ヨーデルの森の事業費につきましては、１

５節工事請負費のヨーデルの森のうち０４７万０００円、そして委託料の設計監理

業務委託料のうち１５２万０００円、合わせまして２００万０００円でございま

す。

７５ページから７７ページ、３目大河内高原整備費は３億９３８万０００円で、

峰山高原、砥峰高原の観光ＰＲ、リラクシアを中心とした高原内の施設の維持管理経費、

そして１２月オープンに向けたスキー場関連の経費を計上をいたしております。２９年

度の辺地対策事業としてのスキー場整備費は、７６ページ、１３節委託料の管理業務委

託料４６３万０００円、１５節工事請負費のスキー場整備２億３８５万０００円、

１９節負担金、補助及び交付金の電線張りかえ・電柱移設工事負担金３６６万円、合わ

せて２億２１５万円でございます。カーボンマネジメント事業として、リラクシアに

係る事業費につきましては、設計監理委託料の中で設計監理業務５００万円、そして工

事請負費、リラクシアの改修工事費のうち２２１万円、合わせまして７２１万円で

ございます。

７７ページをお願いいたします。１９節負担金、補助及び交付金の冬の大河内高原魅

力創出プロジェクト事業補助金７００万円は、兵庫県中播磨県民センターの補助金を合

わせた事業費によりまして実施するものでございまして、県とも事前協議を進めておる

ところでございまして、内容につきましては、誘客を図るための看板の整備、観光プロ

モーション費、そして地元出身の女優、のんさんにも協力を仰いでの観光ＰＲの動画作

成費、そして事務費等を行う予定といたしております。これらの内容、説明については、

６６から６８ページの記載のとおりでございます。

７７ページから７９ページ、７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費は１億

０４２万０００円で、建設課１１名の人件費と町営駐車場管理、ＪＲ播但線の駅トイ

レの維持管理、道路台帳管理、そして急傾斜地崩壊対策事業、本村区、岩屋区に係る県

への負担金を計上をいたしております。

７９ページをお願いします。２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費は８４９万０

００円で、町道の除草作業の委託料、除雪経費、そして１５節工事請負費では、区要望
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として町道橋梁補修工事請負費で１５区から１７カ所、１２０万円、そして電源立地

対策事業では１カ所、６００万円、合わせて区要望として１８カ所、７２０万円など

を計上をいたしております。

７９ページ、２目道路橋梁新設改良費は４億１３０万円でございまして、まず、道整

備交付金事業では、継続事業として町道神崎・市川線５００万円、町道神崎・市川線

支線０１０万円、町道水走り中河原線１１０万円、町単独道路改良事業で辺地対策

事業として町道作畑・新田線０００万円、そして区要望４件の工事費５５０万円、橋

梁の長寿命化修繕工事１億９６０万円を計上をいたしております。事業内容は説明資

料の７０ページに記載をいたしております。

８０ページをお願いします。３項河川費８７４万０００円で、例年行っております

河川のクリーン作戦の経費、そして１５節工事請負費では、区要望の３件分の河川改修

工事費４８０万円などを計上をいたしております。

４項都市計画費は７１１万０００円で、かみかわ銀の馬車道まちづくり協議会補助

金を計上をいたしております。

８０から８１ページ、５項住宅費、１目住宅管理費は４１６万０００円で、５カ

所の町営住宅の維持管理費と若者の定住促進を目的とした家賃補助金、住宅取得支援補

助金、新たなリフォーム支援補助金、そして住宅の耐震化促進を進める事業などを計上

をいたしております。また、老朽化した危険空き家の対策について、協議会を設置し取

り組むこととしており、その事業費６８万０００円を計上をいたしております。

８１ページから８２ページ、２目住宅建設費は１億１０７万０００円で、引き続き

田舎暮らし・多自然居住推進事業、そして古民家の再生や空き家の利活用事業に係る経

費を計上をいたしております。８１ページの１３節委託料、住宅マスタープラン策定業

務委託料３５７万０００円は、平成２２年１１月に策定しましたマスタープランの見

直しでございます。そして公営住宅の整備につきましては、平成３０年度の柏尾団地の

建てかえに向けて用地取得と設計に着手するということで、８１ページ、委託料、不動

産鑑定委託料１９万０００円、設計業務委託料１３９万０００円、８２ページ、

１７節公有財産購入費７６２万０００円をそれぞれ計上をいたしております。

８２ページ、８款消防費、１目常備消防費は１億９５５万０００円で、姫路市消

防局への消防事務委託料１億８９０万０００円、中播消防署の空調設備更新に係る

負担金５８万０００円などを計上をいたしております。

８２ページから８３ページ、２目非常備消防費は６８５万０００円で、消防団活

動に係る経費でございます。８３ページ、１８節備品購入費につきましては、消防団員

の安全装備品の充実を図るということで、防火衣６４セットの購入３３１万０００円

を計上をいたしております。

８３ページから８４ページ、３目消防施設費は６４０万０００円で、各分団が保

有する消防車両と指令車の維持管理費、そして施設整備費でございます。区要望２件の
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警鐘台の塗装修繕等１１１万０００円、区要望２件の消火栓新設１６１万０００円、

そして１５節工事請負費では、福本、為信地内の防火水槽設置工事請負費６６９万

０００円、１８節備品購入費、車両購入８５１万０００円は、大畑部の消防ポンプ

自動車、岩屋部、大山部の小型動力ポンプつき軽四積載車２台、計３台分を計上をいた

しております。

８４ページから８５ページ、４目災害対策費は７２１万０００円で、２８年度で防

災行政無線が整備が完了したことにより大幅な減額となっております。防災備蓄備品の

購入、自主防災組織の運営補助金、そして防災行政無線の管理運営費など、防災対策に

係る経費を計上をいたしております。

８５ページ、９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費は１１８万０００円

で、教育委員４名の委員報酬と教育委員会の運営経費を計上をしております。

８５ページから８７ページ、２目事務局費は６０２万０００円で、教育長と教育

課の一般職５名の人件費、不登校など問題を抱える児童・生徒の支援のための適応指導

教室の職員、そしてソーシャルワーカー配置など、教育行政に必要な経費を計上をいた

しております。教育長の給与につきましては、神河町報酬審議会の答申に基づき計上を

しております。日本一の学校づくりとして、８７ページ、１９節負担金、補助及び交付

金、その中で、まず伝統文化親子教室事業補助金１２４万円、これにつきましては、長

谷小学校における長谷砥峰太鼓の保存、継承の取り組みでございます。峰山高原スキー

場活用補助金５００万円は、全小学校児童を対象とした峰山高原スキー場でのスキー体

験活動の取り組みでございます。人型ロボットペッパー活用事業補助金３０万円は、全

小学校に人型ロボットペッパーを配備し、先進的なプログラミング教育を取り入れ、そ

の研究発表等を行う取り組みでございます。タブレット導入事業補助金４０万円、これ

につきましては、全小・中学校の特別支援学級においてタブレットを活用した教材によ

る教育の取り組み、それぞれについて計上をいたしております。

８７ページから８９ページ、２項小学校費、１目小学校管理費は９０７万円で、一

般職２名の人件費と町内４小学校の学校運営及び施設管理に係る経費を計上をしており

ます。

８９ページをお願いします。１３節委託料の中で、システム導入委託料４３０万円、

これにつきましては、校務支援ソフトの導入経費でございまして、学校における児童及

び成績管理情報を電子データ化し、そして共有化することで、よりきめ細かな指導が可

能となるとともに、校務の負担軽減となり、教員が子供たち、教員同士と向き合う時間

がふえることで教育の質の向上を図るということを目的に導入するというところで、予

算を計上をいたすものでございます。小学校の施設整備につきましては、１５節工事請

負費５８４万０００円でございまして、その内訳につきましては、予算説明資料の７

７ページに記載のとおりでございます。

９０ページ、２目小学校教育振興費は７３１万０００円で、自然学校や環境体験活
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動、そして就学援助費などを計上をいたしております。１８節備品購入費１１３万０

００円は全小学校の理科教育備品で、国庫補助を活用しながら整備をするものでござい

ます。

９０ページから９３ページ、３項中学校費、中学校管理費は４０３万０００円で、

一般職１名の人件費と神河中学校の学校運営及び施設管理に係る経費を計上をいたして

おります。

９２ページをお願いいたします。１３節委託料、システム導入委託料１４２万円、こ

れにつきましては、先ほど小学校管理費で説明をいたしましたのと同様の校務支援ソフ

トの導入経費でございます。

９３ページ、２目中学校教育振興費は９１９万円で、トライやる・ウイーク、国際感

覚や英語でのコミュニケーション能力育成のための外国語指導助手ＡＬＴの活用事業、

そして就学援助事業などに係る経費を計上をいたしております。

９３ページから９５ページ、４項幼稚園費は１億５７４万０００円で、幼稚園教

諭１２名の人件費と町内４幼稚園の運営及び施設管理に係る経費を計上しております。

その内訳につきましては、予算説明資料の７９ページに記載のとおりでございます。

９５ページから９７ページ、５項社会教育費、１目社会教育総務費は８５３万０

００円で、教育課の３名の人件費と人権啓発、人権学習事業、放課後子供教室と学童保

育、小学生を対象とした土曜チャレンジ学習、成人式、町の文化財保存とあわせ文化庁

の補助を受け取り組んでいる歴史文化基本構想推進事業、そして県の補助事業で取り組

んでいるふるさと創生推進事業、埋蔵文化財緊急発掘調査等、社会教育行政施策に係る

経費を計上をいたしております。

９７ページをお願いします。１９節負担金、補助及び交付金の青少年補導委員会補助

金１７５万円は、通常の活動補助金２５万円に加え、防犯パトロール車、青パトの導入

に係る経費を見込んでおります。

９７ページから１００ページ、２目公民館費は３０６万０００円で、一般職３名

の人件費、そして神崎・中央公民館の施設維持管理費、シニアカレッジ、公民館教室、

ふるさと文化祭、美術展、一般公演、そして図書室の運営に係る経費を計上をいたして

おります。

１００ページから１０２ページ、３目社会教育施設運営費は３５７万０００円で、

一般職１名の人件費と児童センターきらきら館、子育て学習センター、地域交流センタ

ー、やまびこ学園、白林陶芸館等の運営と施設維持管理に係る経費を計上をしておりま

す。

１０２ページから１０３ページ、６項保健体育費、１目保健体育総務費は６９２万

０００円で、スポーツ推進委員１７名の委員報酬と町体育協会への補助金１３０万円、

青少年健全育成団体への補助金５０万円、そしてスポーツ教室、スポーツ大会などに係

る経費を計上をしております。
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１０３ページから１０４ページ、２目体育施設管理費は９０３万０００円で、町

内７カ所の体育施設の運営及び施設維持管理費を計上をしております。

１０４ページをお願いします。１５節工事請負費９９２万０００円、これにつきま

しては、町民温水プールの天井張りかえ、空調設備の改修工事費でございます。

１０４ページから１０６ページ、３目学校給食費は１億９６１万円で、一般職４名

の人件費、臨時・嘱託職員１１名の賃金と学校給食の運営、そして施設の維持管理費を

計上をいたしております。

１０６ページから１０７ページ、１０款公債費、１目元金は９億１４６万円で、過

去に建設した学校や観光施設等の公共施設、そして道路などインフラ整備の財源として

借り入れをしてきました地方債の元金に係る返済金を計上をしております。

１０７ページ、２目利子につきましては３８７万０００円で、過去に借り入れた

地方債の利子が２５２万０００円、そして資金繰りのために一時的に借り入れる予

定の一時借入金利子が１３５万円でございます。

１２款予備費につきましては、例年のとおり５００万円を計上をいたしております。

続いて、１０８ページをお願いします。１０８ページにつきましては、債務負担行為

の支出予定額に関する調書でございます。

１０９ページにつきましては、地方債の現在高見込みに関する調書ということでござ

います。

１１０ページから１１５ページにつきましては、給与費の明細書となっております。

続いて、予算の説明資料について少し説明をさせていただきます。予算の説明資料に

つきましては、予算の概要の１６ページの次から１ページというふうにページを打って

おりまして、そこから始まります。

まず、１ページをお開きください。１ページにつきましては、平成２９年度の会計別

当初予算額の状況でございまして、前年比較をしたものでございます。

そして２ページから９ページにつきましては、予算の状況について分析をしたもので

ございまして、特に８ページをお願いいたしたいと思います。８ページにつきましては、

予算の分析表というところで、経常収支比率の状況でございます。平成２９年度の経常

収支比率は、右下のほうにありますように９６％、そしてその右に平成２８年度の当初

予算ベースの部分が書いてございます。９ ９％ということで、 １ポイントの上昇と

いうところで、それぞれの人件費から繰出金まで、それぞれ前年対比をしていただく中

で、どこがどのようにふえたのかというところを見ていただければと思います。

続いて、１０ページから１２ページにつきましては、町税の予算の算出内訳となって

おります。

そして１３ページから１５ページにつきましては、地方譲与税、県税の各交付金、地

方交付税の説明となっております。

そして１６ページから２９ページが本年度新たに追加した説明資料でございまして、
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国・県支出金のそれぞれの内容説明を載せてございます。

３０ページから８８ページにつきましては、歳出の事業ごとの財源内訳、そして説明

を載せてございます。

８９ページ、９０ページにつきましては、地方消費税交付金の引き上げ部分の充当の

一覧ということでございます。

９１ページから９３ページにつきましては、財産に関する調書、そして最後に、９４

ページから９８ページにつきましては、２９年度の区要望事業の取りまとめ表というと

ころで添付をさせていただいております。これらも含めまして、よろしくお願いをした

いと思います。

以上で詳細説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 御苦労さんでした。

以上で町長の所信表明と第２９号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３０号議案、平成２９年度神河町介護療育支援事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町介護療育支援事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、神崎郡３町と姫路市で小児に対する療育事業や福祉介護スタ

ッフ研修、支援事業等を共同設置して運営しております。

予算の内容につきましては、歳入では、ケアステーションの負担金、一般会計繰入金、

受託及び事業収入を予定し、歳出では、人件費１１名分と経常経費、そして起債償還分

としての一般会計繰出金が主なものであります。これらによりまして、歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ２１３万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

平成２９年度神河町介護療育支援事業特別会計予算につきまして、事項別明細書で説明

させていただきますので、４ページをごらんいただきたいと思います。まず、歳入で、

第１款第１項１目負担金のケアステーション負担金は、市川町、福崎町、姫路市の負担

分でございまして、１１８万０００円、第２款第１項１目一般会計繰入金は、神河

町負担分の０５５万円でございます。２目訪問看護事業特別会計繰入金の１００万円

は、訪問看護ステーションの事務所が同居しているための負担分でございます。第４款
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第１項１目障害児通園事業収入０９９万０００円は、児童福祉法に基づく報酬分で

ございます。２９年度に利用される児童を年間延べ１５２人と見ております。２目障

害児相談支援事業収入は、８５人のサービス利用計画の作成とモニタリングを予定し、

２４６万０００円を見込んでいます。第２項１目受託事業収入は、介護保険の介護予

防事業の受託分で、５１万０００円を見ております。５ページの第３項１目利用者負

担金は、障害児通園事業の利用者の１割負担分でございます。第４項雑入の１目雑入に

つきましては、研修参加費、行事参加費、検診助成金、町有自動車損害保険受け入れ金

で２８万０００円でございます。

６ページの歳出の業務費５３４万０００円のうち大きなものとしましては、介護

療育事業スタッフの人件費でございまして、正職員４名、嘱託・非常勤職員４名、非常

勤の運転員３名、計１１名分でございます。８節の報償費につきましては、公開講座等

３回を予定しておりまして、その講師料の謝礼でございます。１１節需用費は、光熱水

費などで３６６万０００円、７ページの１２節役務費では、通話料など７７万００

０円、１３節委託料では、エレベーター保守点検委託料などで１７４万０００円、１

４節使用料及び賃借料は、財務会計システム賃借料などで８７万０００円、１８節備

品購入費につきましては、車両の更新などを予定いたしております。１９節負担金、補

助及び交付金は、専門研修負担金で３万円、１２節補償、補填及び賠償金で１０万円、

２７節公課費は、自動車重量税で７万０００円。第３款第１項１目一般会計繰出金６

３８万０００円は、建設費の償還金分を一般会計に繰り出しております。

９ページ以降は給与費明細を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３０号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３１号議案、平成２９年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

平成２９年度の予算編成について、まずは近年の医療費の動向について述べさせてい

ただきます。

平成２８年度の状況としましては、狭心症や虚血性心疾患等の高血圧を起因とした疾

病が慢性的になっていることに加え、急性型の難病も発生しており、これらにより月当

たり平均の医療費が過去最高であった平成２４年度の６６１万円に匹敵する状況です。

対処方法として、病気の早期発見、早期治療を図るため、健康検診の受診率向上を目

指し、専門業者による電話、訪問による受診勧奨を平成２８年度から始めました。健康

福祉課の健康教室や健康相談の取り組みともタイアップし、今後も受診率増に向けて取
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り組んでまいります。

さて、本年度の当初予算ですが、主な内容は、歳入では、国庫補助金のうちの制度関

係業務準備事業費補助金が２５８万０００円の増、療養給付費交付金が０１３万

０００円の減、歳出では、総務管理費が５９４万０００円の増、一般療養費が

５０２万０００円の増、退職療養費が０６４万０００円の減で、歳出におきまし

ては、過去４年間、平成２５年度から２８年度の医療費の推移を勘案し、積算をしてお

ります。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６億５３

９万円、前年度比 ５９％増とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、詳細を説

明させていただきます。

予算事項別明細書７ページをごらんください。歳入の部ですが、構成比、パーセント

の欄をごらんいただきますと、国民健康保険税が１ ５％、国庫支出金が１ ７％、療

養給付費交付金が ８％、前期高齢者交付金が２ ０％、県支出金が ７％、共同事業

交付金２ ４％、以上６項目で９５％を占めております。

８ページをお願いいたします。歳出の部は、構成比が保険給付費で５ ８％、後期高

齢者支援金等で ６％、介護納付金で ８％、共同事業拠出金で２ １％、以上４項目

で９ ３％を占めております。

それでは、９ページ以降で主なものを説明させていただきます。

歳入の部、１款国民健康保険税は、原則的には歳出総額から国県等の補助金等収入額

を差し引いた額を賄うものでございます。１目一般被保険者分が３億２００万０００

円、２目退職者分が３３０万０００円で、合計３億５３１万円を計上しておりま

す。昨年との比較で３６９万０００円の減額となっています。内訳としまして、一般、

退職の合計で、説明欄中の医療給付費分は、税全体に占める割合は約６６％、後期高齢

者支援金分は約２４％、介護分は約１０％となっております。

２款使用料及び手数料が７万円で、これは督促手数料です。

３款国庫支出金、１項国庫負担金の合計が２億５４６万０００円で、１目療養給

付費等負担金は、一般被保険者に係る療養給付費、療養費、高額療養費分及び後期高齢

者支援金分、介護納付金に対し保険者負担額の３２％相当額が交付されるもので、２億

９７５万０００円。２目高額医療費共同事業負担金は、歳出の高額医療費共同事業拠

出金の４分の１相当が交付されるもので、４１４万円。３目特定健診等負担金は、４

０歳から７５歳未満の方の特定健診・特定保健指導事業費の３分の１が交付されるもの
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で、１５６万０００円。１０ページをお願いします。２項国庫補助金の１目財政調整

交付金は、一般被保険者に係る療養給付費、療養費、高額療養費及び後期高齢者支援金

分等の保険者負担額の９％相当額が交付されるもので、８９９万０００円、特別調

整交付金は、法改正に伴うシステム改修費に対し４４０万０００円、制度関係準備事

業費補助金では、標準事務処理システムの導入経費に充てるため、２５８万０００

円を計上しています。

４款療養給付費等交付金は、国庫負担金の対象外である退職者分に対し、退職者に係

る歳出経費から退職者の保険税を控除した額が社保支払い基金から交付されるもので、

２２７万０００円を計上しています。

５款前期高齢者交付金は、６５歳以上７５歳未満の方の保険加入率、医療費等により

算出をされ、社保支払い基金から交付されるもので、４億６７３万０００円を計上

しております。

６款県支出金の１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金は、国庫支出金の１項

２目と同じく、歳出の高額医療費共同事業負担金の４分の１相当が交付されるもので、

４１４万円を計上しています。２目特定健診等負担金も国庫支出金の１項３目と同じ

く、４０歳から７５歳未満の方の特定健診・保健指導事業費の３分の１が交付されるも

ので、１５６万０００円を計上しております。

２項県補助金の１目財政調整交付金の説明欄の普通調整交付金は、内容は、国庫支出

金の財政調整交付金と同様で、対象経費の６％相当額が交付されるもので、９３２万

０００円、特別調整交付金は、町ぐるみ健診やがん検診などの事業に対し交付される

もので、１９５万０００円を計上しております。２目国民健康保険育成指導費補助

金は、算定方法が示されていないことから、２８年度確定額と同額の１２５万０００

円を計上しております。

１１ページをお願いいたします。７款共同事業交付金の説明欄の高額療養費共同事業

分は８０万以上の医療費に対する国保連からの交付金で、歳出の高額医療費共同事業拠

出金の２分の１相当の８２７万０００円、その下段の保険財政共同安定化事業分は

８０万未満の医療費に対するもので、歳出の同事業拠出金と同額の３億２７４万０

００円を計上しています。

８款財産収入は、財政調整基金の利子分２２万０００円を計上しています。

９款繰入金の説明欄の保険基盤安定繰入金は、一般分の保険税軽減分と保険者支援分

で２８年度決算見込み額の８０１万０００円を計上しています。職員給与費等で

４４０万０００円、出産育児一時金分は歳出額の３分の２相当の１６８万円、財政安

定化支援事業分は過去３カ年平均の５１９万０００円を計上しています。

１０款繰越金は、２８年度からの分で、科目設定でございます。

１１款諸収入の１目第三者納付金は、被保険者の交通事故等の医療費を国保会計で立

てかえる場合の戻り分として科目設定をしております。２目返納金は、無資格者の不正
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利得返納分として科目設定しています。３目雑入は、１人当たり０００円の特定健診

実費徴収金７０万円、７０歳以上の負担金の本来２割を１割に軽減しているため、県か

らの負担金、指定公費負担金返還金として６万円、また、老人保健拠出金等の過年度精

算に係る返還分を科目設定として０００円、それぞれ計上しております。

１７ページをごらんください。１１款諸収入の２項延滞金、加算金、過料で、保険税

延滞金を一般退職分に科目設定しております。

以上、歳入合計は１６億５３９万円でございます。

次に、歳出の部でございます。１３ページをお願いします。１款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費で、一般職員２名分の人件費や保険給付事務に必要な経費４７

４万０００円を計上しておりまして、うち５７８万円は、平成３０年度から使用す

る標準処理システムの導入経費です。１４ページの２項徴税費では、税の賦課徴収に必

要な経費４４万０００円、３項運営協議会費で、国保運協開催に必要な経費７万０

００円をそれぞれ計上しております。

２款保険給付費、１項療養諸費には療養給付費と療養費がございます。療養給付費は

現物給付とも言われ、保険者である町が医療機関に医療費の保険者負担分７割などを支

払いするものです。療養費は現金給付とも言われ、被保険者が全額を支払いし、後で保

険者負担分を現金で支給するものです。この２つは国保事業制度の本体をなすもので、

一般被保険者と退職被保険者に分けて運営することになっております。本年度予算にお

きましては、過去４年間、２５年から２８年度の医療費の伸びに応じた額をそれぞれ積

算し、記載の額を計上しております。１項療養諸費の合計額が８億４６７万０００

円となり、５目審査支払い手数料は国保連合会に支払うレセプト療養費支給申請書の審

査支払い手数料で、２０５万円を計上しています。

次に、１５ページをお願いします。２項高額療養費も一般と退職に分けて運営してお

り、１目と２目の高額療養費は個人の負担限度額を超えた分を支給するものです。過去

４年間の高額医療費の伸びに応じた額をそれぞれ積算し、一般１億７５３万０００円、

退職２６２万０００円を計上しております。３目と４目の高額介護合算療養費は、高

額療養費と介護保険の自己負担分を合算し、負担限度額を超えた分が支給される制度で、

一般、退職それぞれ３０万円、１０万円を計上しています。３項移送費は、重病人の入

院、転院などの移送車代として科目設定しています。４項出産育児諸費は、過去４年間

の状況を勘案しまして、１件４２万円の６件分で２５２万円を計上しています。５項葬

祭諸費は、２０件分の１００万円を計上しております。

次に、１６ページをお願いします。６目精神結核医療付加金は、法律に基づき自立支

援医療費に係る外来医療について、精神は個人負担の１０％、結核は５％を国保から助

成するもので、１２０万円を計上しています。

以上、２款保険給付費の合計額が９億９９６万０００円でございます。

３款後期高齢者支援金等は厚労省の基礎数値をもとに積算しており、１億５０１万
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０００円と事務経費１万０００円の合計１億５０２万０００円を計上していま

す。

４款前期高齢者納付金等も３款と同様で、５４万円と事務経費１万０００円の合計

５５万０００円を計上しています。

５款老人保健拠出金は、社保支払い基金と厚労省の基礎数値によりますが、科目設定

と事務経費の合計０００円を計上しています。

６款介護納付金も社保支払い基金と厚労省の基礎数値により０８９万０００円を

計上しております。

次に、１７ページをお願いします。７款共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金は国

保連による高額医療費共同事業に対する拠出金で、８０万円を超える医療費の一部が補

填される再保険の掛金的性格でございまして、国保連から通知のありました６５５万

０００円を計上しています。２目保険財政共同安定化事業拠出金は医療費８０万未満

が対象で、３億２７４万０００円で、７款の合計が３億９３０万０００円を計

上しています。

８款保健事業費、１項特定健診等事業費は、特定健診・特定保健指導の費用と特定健

康診査等実施計画策定委託料で７４０万円を計上しています。２項保健事業費は、無受

診家庭への記念品代や制度啓発のパンフレット代、人間ドック、脳ドック費用、保健指

導事業委託料など、８０２万０００円を計上しています。

次に、１８ページをお願いします。９款基金費は、財政調整基金の貯金利子積立金と

して２２万０００円を計上しています。

１０款諸支出金、１項償還金、還付加算金の１目国民健康保険税還付金は、税の過年

度還付金として２００万円を計上しています。２目、３目、４目は科目設定でございま

す。２項繰出金は、特定健診・特定保健指導に係る事務費用を一般会計へ繰り出すため

に１３万０００円、健康ポイントカードに１００万円、スマホのアプリケーション代

として６０万円を計上しています。

１１款予備費は、療養給付費等の支出に不安定要素があるため、５００万円を計上し

ています。

以上、歳出合計は１６億５３９万円でございます。

１９ページ以降には給与費明細を添付しております。

平成２９年度神河町国民健康保険事業特別会計の内容説明は以上でございます。よろ

しく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３１号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３２号議案、平成２９年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

－１１４－



す。

本議案は、平成２９年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

本事業は、医療保険料を年金から徴収する特別徴収と納付書により徴収する普通徴収

で受け入れ、広域連合へ負担金として支出することが基本的な内容でございます。

主な内容は、歳入では、医療保険料１億９９６万０００円、一般会計繰入金０

４１万０００円等を計上しております。歳出では、一般管理費８５５万０００円、

後期高齢者医療広域連合納付金１億１８２万０００円等を計上しております。これ

らによりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億０４９万０００円

とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、予算事項

別明細書６ページをごらんください。まず、歳入の部でございます。１款後期高齢者医

療保険料は、広域連合より提示された賦課総額見込み額から軽減分を差し引いた額に特

別徴収及び普通徴収それぞれに収納率と割合を掛けております。収納は特別徴収が１０

０％、普通徴収、平成２７年度実績が９ ０％で見込んでおります。割合としましては、

特別徴収、特徴が８０％、普通徴収、普徴が約２０％という割合でございます。普通徴

収の過年度分は２８年度滞納見込み額に収納率を掛けております。保険料の合計は１億

９９６万０００円です。

２款使用料及び手数料は科目設定です。

３款繰入金は一般会計からの繰入金で、事務費繰入人件費と事務費で８５５万００

０円、保険基盤安定繰入金は広域連合からの提示の１８５万０００円です。

４款諸収入の１項延滞金、加算金及び過料と２項雑入は科目設定です。同じく３項の

償還金及び還付加算金、１目保険料還付金は２８年度実績から１０万円、２目還付加算

金も２８年度実績から１万円を計上しております。

５款繰越金は、前年度繰越金として科目設定しています。

以上、歳入合計が１億０４９万０００円でございます。

歳出の部、７ページをお願いします。１款総務費の１目一般管理費では、職員１名の

人件費と事務経費で８５５万０００円です。

２款広域連合負担金は広域連合からの提示額でございまして、内訳は、説明欄の保険

料等負担金１億９９７万０００円、保険基盤安定制度負担金１８５万０００円、

合計が１億１８２万０００円でございます。

３款諸支出金の保険料還付金は、２８年度実績から１０万円、還付加算金も２８年度
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実績から１万円を計上しています。

以上、歳出合計が１億０４９万０００円でございます。

８ページ以降には給与費明細を添付しております。

詳細説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３２号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３３号議案、平成２９年度神河町介護保険事業特別会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３３号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２９年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、介護保険料２億２２３万０００円、分担

金及び負担金６９５万０００円、国庫支出金３億１３４万０００円、支払い基

金交付金３億８９８万０００円、県支出金１億４１３万０００円、繰入金２億

０９１万０００円などを計上しております。歳出では、事務費に係る総務費は３

９０万円、介護サービス等に係る保険給付費は１２億７８７万０００円、地域支援

事業費は４７３万０００円などを計上しております。これらによりまして、歳入歳

出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４億７６２万０００円、対前年度比１０ ６

％とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。第３３号議案の詳細

について御説明申し上げます。

平成２９年度介護保険事業特別会計当初予算について、まず、今回の当初予算につい

て、前年と大きく変わったところについて御説明させていただいた後、詳細説明をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

昨日の条例の一部改正でも御説明申し上げましたとおり、当町では、平成２９年度か

ら介護予防・日常生活支援総合事業がスタートいたします。平成２８年度まで要支援１、

２の認定を受けた方の訪問介護、ホームヘルパーまたは通所介護、デイサービスを利用

された方の費用については、１５ページの２款１項１目１９節のうち介護サービス給付

費等諸費の介護予防サービス給付費または地域密着型介護予防サービス費から支出して

おりましたが、介護保険法の改正により、要支援１、２の認定を受けられた方、また、

昨日議案第１３号で説明させていただいた要介護認定を受けずに国の示した基本チェッ
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クリストという簡便な方法で審査を行い、審査を通過をした方を事業対象者として、１

７ページの３款１項１目介護予防・日常生活支援事業（１号訪問・通所・生活支援）、

１９節のうち訪問介護相当サービスまたは通所介護相当サービスに移行いたします。要

支援１、２の方が介護予防短期入所生活介護、ショートステイ、福祉用具の貸与、住宅

改修、訪問入浴などとあわせ、介護予防訪問介護、介護予防通所介護をした場合は、こ

れまでどおり１５ページの２款１項１目１９節のうち介護サービス給付費等諸費の介護

予防サービス給付費または地域密着型介護予防サービス費から支出されます。また、介

護予防サービス給付費、ケアプラン作成費についても、要支援１、２の認定を受けた方

または事業対象者の介護予防ケアプランの作成費用は、３款１項２目介護予防ケアマネ

ジメント事業、１９節の介護予防ケアマネジメント費に移行いたします。

以上が平成２９年度から実施する介護予防・日常生活総合支援事業に係る大幅な変更

点でございます。

さて、介護保険制度は、介護を社会全体で支え合う制度でございます。その中の介護

サービス給付費の基本的な財源内訳は、介護保険料として、６５歳以上の１号被保険者

は２２％、４０から６４歳までの２号被保険者が２８％、計５０％であります。また、

残り５０％の負担割合は、国が２５％、県が１ ５％、町が１ ５％でございます。

介護保険料につきましては、平成２７年度から２９年度の３年間の介護サービス給付

費等所要額から算定し、平成２７年度から２９年度までの３年間の基準保険料として、

金額は月額７００円となっております。

以下、事項別明細書で説明させていただきます。

９ページをごらんいただきたいと思います。歳入でございます。１款１項１目第１号

被保険者介護保険料、１節、２億０９４万０００円については、６５歳以上の第１

号被保険者０３０名分の保険料でありまして、平成２８年度決算見込みとほぼ同額で

ございます。徴収額の内訳としましては、現年度分特別徴収が９ ４％、普通徴収が

６％となっております。２節滞納繰り越し分として１２８万０００円を計上しており

ます。

２款分担金及び負担金６９５万０００円、郡介護認定審査会共同設置負担金であ

り、市川町、福崎町の負担金でございます。

３款使用料及び手数料２万円、督促手数料でございます。

４款１項国庫負担金２億３０９万０００円は、介護サービス給付費のうち居宅サ

ービス費用と審査支払い手数料の合計額７億８２９万０００円に対する２０％と施

設サービス費用４億９５７万０００円に対する１５％を合わせた２億３０９万

０００円と過年度分０００円の合計を計上しております。２項１目調整交付金は、本

来介護給付費の５％で計算をされますが、高齢化率、被保険者の所得水準等で変動いた

します。本町は高齢化率が高いため、約 ３％で計算し、８０６万０００円を計上

しています。２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、
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補助対象額４２０万０００円に対する補助金で、補助率２５％、１０５万００

０円と過年度分０００円を合わせた１０５万０００円を計上しています。３目地

域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）については、補助対象額

８１８万０００円に対する補助金で、補助率３９％、８７９万０００円と過年度

分０００円を合わせた８７９万０００円を計上しています。

１０ページをお願いします。４目事業費補助金については、介護保険法改正に対する

対応システム改修費補助金３３万円で、定額補助でございます。

５款１項１目介護給付費交付金３億６６０万０００円は、介護給付費と審査支払

い手数料の合計額１２億７８７万０００円の２８％と過年度分０００円を計上し

ております。２目地域支援事業交付金２３７万０００円は、介護予防・日常生活支

援総合事業の補助対象４２０万０００円に対する補助金で、２８％、２３７万

０００円と過年度分０００円を合わせた２３７万０００円を計上しています。

６款１項県負担金１億９２１万０００円は、介護サービス給付費のうち居宅サー

ビス費用と審査支払い手数料の合計額７億８２９万０００円に対する１ ５％と施

設サービス費用４億９５７万０００円に対する１ ５％を合わせた１億９２１万

０００円分と過年度分０００円を計上しています。２項１目地域支援事業交付金

（介護予防・生活支援総合事業）については、補助対象額４２０万０００円に対す

る補助金で、補助率１ ５％、５５２万０００円と過年度分０００円を合わせた５

５２万０００円を計上しております。２目地域支援事業交付金（介護予防・日常生活

支援総合事業以外）については、補助対象額８１８万０００円に対する補助金で、

補助率１ ５％、９３９万０００円と過年度分０００円を合わせた９３９万００

０円を計上しています。

７款財産収入３万０００円は、介護給付費準備基金の預金利子でございます。

１１ページをお願いします。８款１項１目介護給付費繰入金１億４７３万０００

円は、介護給付費と審査支払い手数料を合わせた１２億７８７万０００円の１ ５

％を計上しております。２目一般会計繰入金、１節職員給与費繰入金については、資格

管理に係る職員の給与費等の繰入金４３６万０００円を計上しております。２節事

務費繰入金については、郡認定審査会に係る神河町負担分７４３万０００円とその他

事務費に係る繰入金４８２万円を合わせた２２５万０００円を計上しております。

３節地域支援事業補助金（介護予防・日常生活支援総合事業）については、補助対象額

４２０万０００円に対する補助金で、補助率１ ５％、５５２万０００円と過年

度分０００円を合わせた５５２万０００円を計上しております。４節地域支援事業

交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）については、補助対象額８１８万

０００円に対する補助金で、補助率１ ５％、９３９万０００円と一般会計繰入金９

万円と過年度分０００円を合わせた９４８万０００円を計上しております。５節現

年度介護保険料軽減負担金繰入金として、国庫負担分８２万０００円、県負担分４１
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万０００円、町負担分４１万０００円を合わせた１６５万０００円を計上してお

ります。

８款２項１目介護基金繰入金２９０万円については、万一介護保険会計が赤字になっ

たための準備基金に積み立てるものでございます。

９款繰越金は、前年度からの繰越予定額７２万０００円を計上しています。

１０款１項１目第１節第１号被保険者延滞金及び第２節過料については、０００円

ずつ科目設定をしております。同じように返納金も０００円を科目設定をしておりま

す。２節雑入として、介護予防ケアプラン作成費２１６万０００円は、地域包括支援

センターが要支援１、２の認定者に対して介護予防支援または平成２９年度から始まる

第１号介護予防支援を行った場合、介護報酬として受領するものでございます。次に、

訪問調査受託事業収入として、遠隔地の市町から当町の特別養護老人ホーム等への入所

者に対して調査依頼がございます。その訪問調査費として２万０００円を計上してお

ります。また、成年後見人制度申し立て費用負担金としまして、０００円を科目設定

をしております。介護予防教室参加負担金として１人当たり３００円、２７８名分、８

万０００円を計上しております。２項第三者納付金として０００円を科目設定して

おります。

歳出に参ります。１３ページをお願いします。１款１項１目資格業務管理費５８１

万０００円は、資格業務等に携わる職員２名分の人件費４０３万０００円及び法

改正システム改修費に係る経費９７１万並びに事務費等２０７万０００円を計上して

おります。２目サービス業務管理費０６６万０００円は、介護保険サービス業務に

かかわる職員２名分の人件費、認定調査を行う嘱託職員２名の人件費として０３２万

０００円及び事務費３３万０００円を計上しております。３目連合会負担金１０万

０００円は、国保連合会会員負担金として計上しております。

２項１目賦課徴収費３０６万０００円は、介護保険料の賦課徴収に係る経費でござ

いまして、システム導入委託料として２７０万、その他事務費３６万０００円を計上

しております。

３項１目介護認定審査会費については、１５ページにわたって説明いたします。予算

額４８４万０００円は、神崎郡３町が共同運営しております介護認定審査会に係る

経費で、審査会委員１５名の報酬、費用弁償、保険料０５１万０００円と審査会業

務に携わる嘱託職員２名の人件費６９６万０００円及びコンピューター保守料１６４

万０００円、その他事務費９６万０００円を計上しております。郡介護認定審査会

職員の繰出金については、認定審査会にかかわる一般事務職員の人件費と光熱費を合わ

せた４７５万０００円を一般会計に繰り出しております。

４項１目認定調査費等４４８万０００円は、被保険者の認定調査に係る経費で、主

治医の意見書料が主なものでございます。

５項１目運営協議会４９２万０００円は、介護保険事業計画策定委員会４７１万
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０００円が主なもので、あわせて運営協議会委員に対する報償費等の経費２１万円を計

上しております。

この介護保険事業計画については、平成２９年度は３年に１度の計画を改定する年度

となっておりまして、平成３０年度から平成３２年度の介護保険事業を進めるための必

要なサービスの見込み量や整備計画を立てて、第１号被保険者の介護保険料を決定する

こととなっております。

２款１項１目介護サービス給付費等諸費については、１６ページにわたって説明いた

します。予算額１２億６９４万０００円、前年度当初比で ５％の減で、居宅介護

サービス給付費等で７億８２９万０００円、前年比 ０％の減、施設介護サービス

給付費等で４億９５７万０００円、前年度比 ３％の増を計上してます。居宅介護

サービス給付費等で前年度 ５％減となった理由については、当初に述べましたとおり、

要支援１、２及び事業対象者の訪問介護、ホームヘルパー、通所介護、デイサービスの

利用についての費用は介護サービス給付費等諸費の介護予防サービス給付費から支出し

ておりましたが、介護保険法の改正、介護予防・日常生活支援総合事業の実施により、

１７ページの介護予防・生活支援サービス事業費、１９節の訪問介護相当サービスまた

は通所介護相当サービスに移行し、費用が支払われるためでございます。

２項１目審査支払い手数料９３万円は、介護給付費支払いに係る国民健康保険団体連

合会への審査支払い手数料でございます。

１７ページをお願いします。３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費（１号

訪問・通所・生活支援）９９４万０００円のうち１３節委託料１８０万円について

は、公立神崎総合病院に委託し、短期集中通所型通所サービスＣの委託料でございます。

１９節負担金、補助及び交付金については、当初に述べたとおり、平成２９年度から実

施する要支援１、２及び事業対象者の方が利用される訪問介護相当サービスまたは通所

介護相当サービスでございます。２目介護予防ケアマネジメント事業費４９５万００

０円については、先ほどの説明と同様、要支援１、２及び事業対象者の方が利用される

訪問相当サービスまたは通所介護相当サービスに係るケアプラン作成料として支払うも

のでございます。

２項１目一般介護予防費１５２万０００円については、介護予防事業で要介護状

態になるおそれの高い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象に、要介護になる

ことを防ぐことを目的として実施する事業でございます。今年度も従来から取り組んで

おりますこつこつ貯筋教室、元気づくりサポーターステップアップ講習会、認知症予防

教室、自主体操グループ支援事業の継続や、新しく地域リハビリテーション活動支援事

業、地域集いの場活動支援事業、マネジメント会議、ケアスタッフ支援事業も新しく実

施する経費及び保健師１名分の人件費を計上してます。

３項１目包括的・継続的ケアマネジメント事業１２１万０００円については、地

域包括支援センターの運営、福祉相談などの介護予防計画の作成または介護予防ケアマ
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ネジメント作成に係る事業でございまして、保健師２名、社会福祉士１名、主任ケアマ

ネ１名の計４名の人件費及び法改正システム改修委託料などの事務費を計上しておりま

す。

２目認知症高齢者見守り事業２６０万０００円については、タッチパネル健診を継

続して行い、軽度の認知障害の疑いのある方に対して精神科医による診断や家族を含め

た方へ在宅の看護師、音楽療法士などにより介護予防教室、ほがらか教室を開催いたし

ます。また、認知症予防の小冊子の作成と配布を予定しております。

３目権利擁護事業費８７万０００円は、認知症などで判断能力が不十分な方の財産

や権利を保護し、支援する制度で、申し立てを行える親族がおられない場合、市町が行

うことになります。また、地域見守り支え合いネットワーク会議主催の講演会に係る経

費を計上しております。

４目住宅改修支援事業０００円については、居宅介護支援、ケアプランの作成を依

頼していない被保険者が住宅改修を行う場合、理由書作成費として１件について００

０円を支払うものでございます。

５目在宅医療・介護連携推進事業費４６８万０００円については、医療と介護を必

要とする高齢者が可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう、在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けて関係者の連携を

推進することを目的に、協議を重ねるための委員会の委員に対する謝金等を計上してお

ります。また、在宅医療・介護連携支援センター委託料３００万円については、公立神

崎総合病院を拠点として予定をしております。神崎郡３町が郡医師会に運営を委託し、

関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療、介護を一体的に提供できる体制を構築

するため、郡内３町と医師会とが緊密に連携しながら、地域の関係機関の連携体制の構

築を支援するため設置する費用でございます。

６目生活支援体制整備事業８０９万については、介護保険法の改正により、市町が中

心となって生活支援コーディネーター、地域支え合い推進員や協議体の設置を通じて多

様なサービス提供主体を構成員とした生活支援協議体において必要な生活支援、介護予

防の創出や地域における支え合いの体制づくりを推進するため、平成２８年７月から地

域福祉に取り組んでいる社会福祉協議会に委託し、実施しております。

７目認知症初期集中支援推進事業費５６万０００円については、認知症になっても

本人の意思が尊厳され、できる限り住みなれた地域のよい環境の中で暮らし続けれるよ

う、認知症の人やその家族に早期にかかわる認知症初期集中支援チームを設置し、早期

診断、早期対応に向けた支援体制を構築することを目的に実施するための医師雇い入れ

賃金、公立神崎総合病院作業療法士の会議への出役及び対象者宅への訪問に係る委託料

を計上しております。

８目地域ケア会議推進事業費２４万円については、在宅生活におけるさまざまな困り

事を拾い上げることが重要になります。その困り事を地域ケア会議により医療・保健・
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福祉関係者が協議することにより解決に導くための委員謝金と公立神崎総合病院理学療

法士、作業療法士の会議への出役に係る費用を計上しております。

３款４項第１目審査支払い手数料につきましては、介護予防・日常生活支援総合事業

に係る国民健康保険団体連合会への審査支払い手数料でございます。

４款財政安定化基金繰出金は、県下の自治体の介護保険会計が赤字になったときに県

に拠出した基金をもとに貸し付けを行うためのもので、現在は基金が定額積み立てであ

るため、科目設定をしております。

５款１項介護給付費準備基金積立金３万０００円については、平成２９年度会計に

おいて黒字になる額を基金に積み立てるものでございます。現在、約９００万円の基

金を保有しております。

６款１項諸支出金は、介護保険料の還付加算金で３０万０００円、国県負担金等償

還金０００円を計上しております。２項繰出金は、払戻金０００円を計上しており

ます。

７款は、介護認定審査会に係る予備費７６万０００円を計上しております。

２９ページ以降に給与費明細書を添付しております。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３３号議案の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１４時５０分といたします。

午後２時３２分休憩

午後２時５０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

次に、第３４号議案、平成２９年度神河町土地開発事業特別会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３４号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳入では、土地売り払い収入で９１１万０００円、雑

収入で４５０万円、繰越金で１１１万０００円を見込んでおります。また、歳出で

は、貝野宅地造成事業費で８０７万０００円、寺前宅地造成事業費で５０万００

０円、カクレ畑多自然居住推進事業費で７９３万０００円、予備費で８２２万０

００円をそれぞれ計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は、歳

入歳出それぞれ４７３万０００円とするものです。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細説明につきましては、地域振興課長から御説明いたしますので、よろしく御審議
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をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。それでは、第３４号

議案、平成２９年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出予算について御説明申し上

げます。

事項別明細書の４ページをお願いいたします。まず、歳入でございますが、１款財産

収入、１項財産売り払い収入、１目土地売り払い収入を９１１万０００円としてお

ります。内訳としまして、貝野住宅しんこうタウン第３期の売り払い収入として３区画

の販売を予定しております。それが３３４万０００円を計上させていただいており

ます。また、秋桜たうんの定期借地権を買い取られる場合などのために０００円の科

目設定をしております。カクレ畑ログハウス村につきましては、売り払い収入を５７

６万０００円予定しておりまして、内訳としましては、１５区画の分譲地の売り払い

収入５４１万円とクラインガルテンカクレ畑の賃貸分の土地代の分割払いが３５万

０００円でございます。

次に、２款諸収入、１項雑入、１目雑入で、カクレ畑入居者負担金としまして、１５

区画の分譲地分の水道施設整備負担金として４５０万円を計上しております。

次に、３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金でありますが、前年度繰越金として１

１１万０００円を計上しておりまして、内訳は、カクレ畑多自然居住推進事業の前年

度繰越金が９１万円、貝野住宅造成事業費の前年度繰越金が０２０万０００円でご

ざいます。

以上、歳入合計が４７３万０００円となっております。

次に、５ページの歳出のほうをお願いいたします。１款土木費、１項住宅費、１目貝

野宅地造成事業費でございますが、職員の時間外手当１５万円、報償費として、今年度

から分譲地購入者を御紹介いただきますと２０万円の報奨金を支払うということにして

おりまして、その３区画分６０万円を計上しております。旅費４万円、需用費１２２万

０００円で、印刷製本費として、今までの旧神崎郡、朝来市の一部と今回新たに宍粟

市、多可町への販売用チラシ４万１５０枚の製作費用３回分として６６万０００円、

それと敷地内道路等の修繕料といたしまして５０万円を計上しております。役務費とし

まして１３３万０００円で、郵便料５万円と旧神崎郡内と朝来市の一部、そして宍粟

市、多可町へ４万１５０部の３回分の新聞折り込み料として４７万０００円、そし

て新聞等への広告料８１万円を計上しております。委託料の１０４万０００円は、町

有地の草刈り等の管理委託料２８万０００円と県宅建協会と全日本不動産協会への分

譲地販売３区画分の３％の土地あっせん委託料７５万０００円でございます。通行料

等の使用料及び賃借料で２万０００円。備品購入費の３０万円は、ごみステーション

１基の購入を予定しております。繰出金としましては、分譲地３区画分の土地売り払い
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収入の全額を一般会計へ繰り出しする予定でありまして、土地売り払い収入と同額の

３３４万０００円を計上しております。

２目寺前宅地造成事業費は、需用費の修繕料で秋桜たうんの道路修繕料５０万円を計

上しております。また、定期借地権の契約用地を購入された場合の一般会計繰出金とし

て０００円の科目設定をしております。

３目カクレ畑多自然居住推進事業費は、報償費として、しんこうタウン分譲地と同様

に、分譲地購入者を御紹介いただければ１０万円の報奨金を支払う。その４件分といた

しまして４０万円を計上させていただいております。分譲業務の委託料としまして２

９１万０００円、補償、補填及び賠償金で４６２万０００円を大川原区と大川原区

の１組への土地代金として計上しております。

予備費は８２２万０００円で、カクレ畑多自然居住推進事業の分譲地売り払い収入

及び賃貸料の町配分額が２５３万０００円と貝野住宅造成事業の前年度繰越金で４９

８万０００円、カクレ畑多自然居住推進事業の前年度繰越金が７１万円でございます。

以上で土地開発事業特別会計の御説明を終わらさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３５号議案、平成２９年度神河町訪問看護事業特別会計予算について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３５号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、かんざき訪問看護ステーションを運営する特別会計でござい

まして、神崎郡、姫路市香寺町及び朝来市生野町を事業対象区域として、在宅の寝たき

り高齢者等に対し、安心して家庭療養が維持できるようサービスを行うことを目的とす

る会計でございます。歳入では事業収入を見込み、歳出では人件費１５名分と訪問看護

委託料等を計上しております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ１億９５０万０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

平成２９年度神河町訪問看護事業特別会計予算につきまして、事項別明細書で御説明さ

せていただきますので、まず、４ページをお願いいたします。歳入としまして、第１款
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第１項１目の事業収入の１節医療保険収入で、年間延べ１００回を見込み０１８万

０００円、２節介護保険収入では、訪問看護のサービス事業収入で年間延べ５４０

回を見ておりまして４１３万０００円と、ケアプランを作成する居宅介護支援事業

収入として６７１万０００円を見込んでおります。

第３款繰入金は、財政調整基金を５００万円取り崩す予定をしております。

第５款第１項１目受託事業収入は、介護予防受託収入としまして、介護予防のケアプ

ラン作成受託などで６万０００円でございます。

５ページの第２項１目雑入は、町有自動車損害保険受け入れ金２０万円などでござい

ます。

６ページの歳出でございますが、スタッフは正職員１１名、嘱託職員４名、委託看護

師２名の計１７名が担当いたしております。業務費１億６６４万０００円の主なもの

としまして、人件費となっております。６ページ、７ページのうち大きなものとしまし

ては、１３節の委託料の訪問看護委託料は、香寺町を看護師に委託して事業を行ってい

るものでございます。また、１８節備品購入費で、訪問看護用車両購入費で軽自動車１

台を購入する予定でございます。

８ページの第４款第１項１目介護療育支援事業特別会計繰出金１００万円は、ケアス

テーションかんざきの建物を使っていることによる負担分でございます。

９ページ以降は給与費明細を添付させていただいております。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３５号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３６号議案、平成２９年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

主な内容は、歳入では、建設残土砂等処分の使用料で、搬入予定量を０００トンと

見込み、９７２万円を計上しております。歳出では、管理業務等に係る委託料４７７万

０００円、基金積立金１８８万０００円等を計上しております。これらによりまし

て、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９７３万円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（吉岡 嘉宏君） 住民生活課、吉岡でございます。それでは、詳細を説
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明させていただきます。

予算事項別明細書の４ページをごらんください。歳入では、１款使用料及び手数料で

建設残土砂等搬入予定量０００トンにトン当たり単価６２０円を乗じた９７２万円、

２款財産収入は、財政調整基金の利子見込み０００円、３款から５款は記載の内容の

科目設定をしています。

歳出、５ページをごらんになってください。１款産業廃棄物処理事業費は、必要事務

経費等の計上をしています。１３節委託料、水質検査委託料は、地下水や排水の水質検

査分で５５万０００円、管理業務委託料は、搬入残土砂等の量と内容のチェックを主

とするものでございまして、１１８万円。管理委託料は、搬入予定量０００トンの押

し土作業及びこれに係る回送費８回の見込みで２１０万円です。１４節使用料及び賃借

料は、住石山陽採石株式会社所有の橋梁使用料で、建設残土砂等搬入予定量０００ト

ンにトン当たり単価２０円と消費税を乗じた１３万円が主なものでございます。２５節

基金積立金は、利子を除く収支の差額１８８万０００円を計上しています。２７節公

課費は、２８年度分の消費税分で１００万円です。

２款予備費は、不測の事態に備え、１００万円を計上しています。

以上、歳入歳出ともに９７３万円としております。

詳細説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３６号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３７号議案、平成２９年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、各集落への助成金１０９万０００円、寺前漁協への補助

金といたしまして繰出金２００万円、積立金は運用収入の１１５万０００円と寺前財

産区からの繰入金０００円、その事務費といたしまして４１万０００円でございま

す。その財源といたしまして、振興基金からの繰入金３５１万０００円、寺前財産区

からの繰入金０００円及び財産運用収入１１５万０００円でございます。これらに

よりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４６６万０００円とするもの

でございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３７号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３８号議案、平成２９年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 第３８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、長谷漁協への補助金といたしまして繰出金３００万円と運

用収入の積立金５６万０００円、長谷ふれあいマーケット運営費補助金０００円で、

その事務費としまして３１万０００円でございます。その財源としまして、振興基金

からの繰入金３３１万０００円及び財産運用収入５６万０００円でございます。こ

れらによりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８８万０００円とす

るものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第３９号議案、平成２９年度神河町水道事業会計予算について、提出者の説明

を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、浄水場等設備の日常運転管理や委託点検を行い、適正な維

持管理に努め、清浄かつ安全で安心な水道水の供給を行っております。

財務状況につきましては、平成２８年度末の累積利益剰余金を２億００４万００

０円と見込んでおり、平成２９年度の純利益は９４万０００円となる見込みです。

平成２９年度事業につきましては、給水戸数５１６戸、年間総給水量１１２万０

００立方メートルを予定しております。建設改良事業では、昨年度に引き続き、猪篠・

上小田簡易水道施設整備などの工事を予定しております。

第３条予算の収益的収入、支出は同額の４億１９６万０００円を計上しておりま

す。

第４条予算の資本的収入では、水道施設整備事業に伴う国庫補助金で８７５万円、

水道施設整備事業債１億１２０万円等で合計２億０７０万円を計上し、支出では３

億２８１万０００円を予定しております。不足する額１億２１１万０００円に

つきましては、過年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

事業債の限度額は１億１２０万円、一時借入金の限度額は３億円、議会の議決を経

なければ流用することのできない経費、職員給与費を７４５万０００円、一般会計

からの補助金は７１４万０００円を予定しております。棚卸資産購入限度額は３０

０万円と定めております。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長が御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

－１２７－



いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。よろしくお願いします。第３

９号議案、平成２９年度水道事業会計予算の主なものについて、詳細説明をさせていた

だきます。

それでは、１９ページをお願いします。予算実施計画説明書で収益的収入でございま

す。１款水道事業収益は４億１９６万０００円で、１項１目給水収益は、給水戸数

５１６件で水道使用料は２億４２４万０００円を見込んでいます。３目その他営

業収益は８４万円で、消火栓使用料４５万０００円、新規加入金１件分８４万円等を

計上しています。新規加入金は、地方創生事業で一般の加入分担金を免除しますので、

事業所等で１件としております。２項２目他会計補助金は、一般会計からの補助金７

１４万０００円。３目消費税及び地方消費税還付金が水道施設整備事業で８５４万

円の還付を見込んでいます。４目長期前受け金戻入は、補助金、負担金、受贈財産の減

価償却分を収益化し、８３４万０００円を計上しています。

２０ページをごらんください。３項特別利益、１目その他特別利益、貸倒引当金戻入

で１４８万０００円を計上しております。監査委員さんの指摘により、今まで貸し倒

れ実績率により計上しておりましたが、滞納状況により回収不能額を計上するようにし

ましたので、その差額をその他特別利益で計上しています。

次に、２１ページをお願いします。収益的支出でございます。１款水道事業費用は４

億１９６万０００円で、収入と同額です。１項１目原水及び浄水費は３１９万

０００円で計上しています。２目配水及び給水費は５９５万０００円で、対前年度

比５７５万０００円の減で、主なものはメーターの取りかえ業務で、昨年は４８８

個でしたが、ことしは６６５個の取りかえを行います。それに伴うメーター購入料と工

事費が主な要因となっています。

２２ページをお願いします。３目受託工事費は、消火栓新設・移設工事費は、県道改

良に伴う移設が計画されておりますので、昨年度より８０万円増の２００万円としてい

ます。

２３ページをお願いします。５目減価償却費は、２８年度分の工事が完成したことに

より、３節機械及び装置減価償却費が増となるため、昨年度より８７２万０００円

増の２億２５６万円としています。

２項営業外費用、１目の支払い利息及び企業債取扱諸費で０６１万０００円、２

４ページの２目雑支出として５９７万０００円を計上しています。これは、特定収入

の費用化によるもので、国庫補助金、負担金の消費税分を計上しています。

２５ページをごらんください。資本的収入です。１款資本的収入は２億０７０万円

で、前年度より４億４１８万円減額、今年度行う水道施設整備事業の関係で少なくなっ
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ています。１項の企業債では１億１２０万円、２項国・県支出金では８７５万円で

計上しております。

２６ページは資本的支出になります。１款資本的支出は３億２８１万０００円、

１項１目の事務費は、水道施設整備事業に伴う人件費として職員１名分の費用を計上し

ております。２目施設費は、１節委託料は水道施設整備事業設計及び施工監理委託料と

して８００万円、２節工事請負費の水道施設整備事業は２億８００万円で、主な事業

内容は、上小田配水管布設がえ、越知谷簡水、根宇野簡水の連絡管等膜ろ過設備の計装

盤の更新等を予定しています。

そのほか、８ページから１８ページはキャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定

損益計算書、予定貸借対照表を掲載しております。

以上で平成２９年度水道事業会計予算の詳細説明とさせていただきます。御審議よろ

しくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４０号議案、平成２９年度神河町下水道事業会計予算について、提出者の説

明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４０号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９ ５％と高い数字となっており、住民の皆様に快適な生活環境を

提供するとともに、公共用水域の水質保全を図っています。

財務状況につきましては、平成２８年度末の累積欠損金は１２億８３６万０００

円を見込んでおり、大変高額となっていますが、平成２９年度純利益は０８３万０

００円となる見込みです。減価償却費を原資とした内部留保資金を運用しまして、資金

不足に陥らないよう心がけて事業運営を行っていきます。

平成２９年度事業につきましては、水洗便所設置戸数８７５戸、年間処理水量１３

５万０００立方メートルを見込んでおります。

第３条予算の収益的収入、支出は同額の７億０３６万円を予定しております。

第４条予算の資本的収入は２億４４１万０００円、支出は５億４５４万００

０円を予定しており、収入が支出に対して不足する額２億０１２万０００円は、過

年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。

予算第５条の債務負担行為は、粟賀南部浄化センター長寿命化整備事業で、期間は平

成２９年度から平成３０年度、限度額を２億０００万円としております。下水道事業

債の限度額は７００万円、資本費平準化債の限度額を１億７３０万円としています。

一時借入金の限度額は１億円、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、

職員給与費を７０４万０００円、一般会計からの補助金は４億円を予定しておりま
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す。棚卸資産購入限度額を１００万円と定めています。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。第４０号議案、平成２９年度

下水道事業会計予算の主なものについて、詳細説明をさせていただきます。

それでは、１９ページをお願いします。予算実施計画説明書で、収益的収入でござい

ます。１款下水道事業収益は７億０３６万円で、１項１目下水道使用料は、総件数

６４５件で２億３７１万０００円、２目他会計負担金として２億０２５万０００

円、減価償却費の減により前年度対比マイナス０５９万０００円の減となっており

ます。２項２目他会計補助金では、一般会計補助金として１億３３７万０００円、

償還利息の減少によりマイナス０９４万０００円の減となっています。４目長期前

受け金戻入です。事業費の関係で昨年度より減っております。国庫補助金、県補助金、

受益者負担金、受贈財産評価額を合わせて１億２５８万０００円の予定です。

続きまして、２０ページをお願いします。収益的支出でございます。１款下水道事業

費用は７億０３６万円で、収益と同額です。１目の管渠費は９４３万円で、下水道

管及び６８カ所のマンホールポンプの維持管理費用となっています。

次に、２１ページをお願いします。２目処理場費は１億６９５万０００円で、１

２カ所の処理場の維持管理に係る費用でございます。昨年度の実績により予算計上をし

ております。

次に、２３ページをお願いします。３目総係費は３５２万０００円で、職員４名

分の人件費と旅費、修繕費等の事務管理費等を計上しております。職員構成により、昨

年度と比較しますと４４２万０００円の減となっています。

２４ページをごらんください。４目減価償却費は３億６１０万０００円で、今年

度は償却費が減少していますので、対前年度比９９７万０００円の減となっています。

２項１目支払い利息及び企業債取扱諸費で１億３４７万０００円で、支払い利息の

減少により対前年度比０９４万０００円の減となっております。

２５ページで、２目消費税、今年度は還付の予定ですのでゼロ円としております。

２６ページをお願いします。資本的収入でございます。１款資本的収入は２億４４

１万０００円で、対前年度比３０３万０００円の増で、要因は、昨年度に引き続

き下水道の統廃合実施設計と長寿命化詳細設計を行うのと長寿命化の工事を行いますの

で、昨年と比較しますと３０３万０００円の増額となっています。３項の負担金交

付金は、企業債元金償還補填として６３６万０００円計上しています。３条予算の

収益的収入の他会計負担金、他会計補助金と合わせて、前年同様で４億円の一般会計か
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らの繰り入れとなっています。

次に、２７ページをお願いします。資本的支出でございます。１款資本的支出は５億

４５４万０００円で、対前年度比８７４万０００円の増となっております。主

な要因は、２目１節の委託料として、統廃合実施設計及び長寿命化詳細設計委託料とし

て１００万円、２節の工事請負費では粟賀南部の長寿命化工事費としまして３００

万円、単独改良工事費で１００万円、本管・取りつけ管布設がえ工事費で１００万円を

計上しております。

そのほか、８ページから１８ページにつきましては、キャッシュフロー計算書、給与

費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表を掲載しております。

以上で下水道事業会計予算の詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議お願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４０号議案の提案説明は終わりました。

次に、第４１号議案、平成２９年度公立神崎総合病院事業会計予算について、提出者

の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第４１号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２９年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。

近年、地域住民の医療ニーズの高度化、多様化など、病院を取り巻く環境が大きく変

化する中で、公立病院として地域医療の確保のために重要な役割を果たしていますが、

国の医療費抑制政策、深刻な医師不足等により、極めて厳しい状況にあります。

まず、医師確保につきましては、大阪医科大学から内科医、神経科医を非常勤で派遣

していただいていますが、大学からの常勤医師の派遣は依然厳しい状況にあり、医師を

初めとするマンパワー不足により、地域住民の皆様に満足いただける休日夜間の診療体

制がとれない状況であることから、内科医師等の確保が急務となっています。本年度は

大阪医科大学から総合診療科の研修医を受け入れることとなっておりますが、大学には

引き続き医師の派遣を積極的にお願いしてまいります。

そのような中で、当病院では、従前から病院の体質強化を図り、いかなる環境下に置

かれても存続できるよう、中期経営計画を立案し、実践しております。第７次中期経営

計画の３年目である今年度は、当院の役割を認識し、その地域に即した特色ある地域医

療の実践、そして人を育てる職場づくりを目指していきます。今年度はいよいよ北館改

築の改築工事着工、電子カルテの稼働の年となりました。ハード面では一定の充実が図

られますが、あわせて内部の充実を図ることの重要性を認識しなければなりません。１

つ目には、兵庫県地域医療構想が発表され、地域包括ケアシステムが構築されようとし

ている中で当院の役割を認識し、この地域に即した特色ある地域医療の実践です。また、

２つ目には、人を育てる職場づくりです。公立神崎総合病院に勤務すれば人が育つ、育
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ててもらえる、そんなイメージを持ってもらえる病院になることです。魅力を感じて医

療人材が働きたいと思っていただける病院を目指さなければ、将来に向けて安定した運

営は難しいと思われますし、また、職員自身も自信や誇り、やりがいを持てる病院を常

に目指さなければなりません。

なお、当然のことながら、医療機関として最も重要なことは医療安全であります。救

急対応を含む患者様の身になった対応や地域住民に喜んでいただける地域医療の実践、

そして魅力ある職場となることを最大の目標として努力していきます。

そこで、平成２９年度予算では、病床数１５５床、年間患者数は入院で４万４５７

人、外来では年間１２万１４７人を予定いたしております。

第３条予算では、収益的収入及び支出の総額を３３億７２４万円と定め、第４条予

算では、資本的支出１３億４２８万０００円を予定し、資本的収入は１１億２５

４万０００円で、この不足する額１億１７４万円は、損益勘定留保資金で補填する

ことといたしております。

公立神崎総合病院は、北館改築など病院将来ビジョンの実施計画に基づき、「ハート

のふれあう地域医療をめざして」をテーマとして、より一層地域に即した医療に取り組

み、地域の皆様に信頼される病院となるよう、職員一丸となって頑張ってまいります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 広行君） 病院総務課、藤原でございます。それでは、

平成２９年度公立神崎総合病院事業特別会計予算につきまして、予算実施計画説明書で

説明させていただきますので、２８ページをお願いします。収益的収入及び支出の収入

でございまして、１款病院事業収益の１項医業収益で３０億４１０万０００円、う

ち入院収益で１７億５４７万０００円、外来収益で１１億１３９万円、大畑診療

所収益で１０２万０００円でございます。その他医業収益は２億６２２万０００円

で、室料差額収益、人間ドック、健診、予防接種等保健事業の公衆衛生活動収益でござ

います。

次に、２９ページでございますが、２項医業外収益で２億３１３万０００円、う

ち１目負担金交付金２億０６０万０００円につきましては、一般会計からの繰り入

れでございます。２目補助金は、産科医等育成・確保支援事業などの県補助金でござい

ます。３目患者外給食収益が１２３万０００円、４目消費税及び地方消費税還付金と

して、北館改修工事を実施することから、２５０万円を見込んでおります。５目長期前

受け金戻入につきましては、国県補助金などの戻入分でございます。６目その他医業外

収益は、不用品販売収益と住宅家賃などで６９８万０００円でございます。

－１３２－



３０ページの３項の特別利益の固定資産売却益は科目設定でございます。

次に、３１ページの支出につきましては、病院事業費用全体では３３億７２４万円

で、１項医業費用３３億８００万０００円で、うち１目給与費は２２億２５８万０

００円で、医業費用の約６６％を占めており、医師給から３５ページの法定福利費引当

金繰入額までを計上いたしております。

次に、３５ページの２目材料費４億９４５万円につきましては、薬品費、診療材料

費、給食材料費、医療消耗備品費でございます。

３６ページの３目経費につきましては、３億３３９万０００円で、報償費から雑

費まででございます。中でも３８ページの１４節委託料が大きく、１億４３８万０

００円で、各種業務を委託いたしているところでございます。

次に、４０ページでございますが、４目交際費３００万円、５目減価償却費２億６

０３万０００円で、これにつきましては、本館等の建物、構築物、医療器械備品の減

価償却費でございます。６目資産減耗費は５００万円を予定し、７目研究研修費の５

７３万０００円は、講師謝金、図書費、研修旅費、研究雑費でございます。４１ペー

ジの８目大畑診療所費用は２８１万０００円で、看護師給から需用費までを計上して

おります。

２項の医業外費用は７９５万０００円、うち１目の支払い利息及び企業債取扱諸

費の１節企業債利息は０４３万０００円、２節一時借入金利息５００万円を予定し

ております。２目長期前払い金償却３９９万０００円は、控除対象外の消費税の償却

でございます。３目患者外給食材料費５２万円、４２ページの５目雑支出は、大阪医科

大学の５０周年記念事業への寄附など８００万円を計上いたしております。

次に、４３ページの資本的収入及び支出の収入でございますが、１項企業債８億６

２０万円は、医療機器購入分と北館の改築分でございます。２項出資金は３億５１４

万０００円で、一般会計からの出資金でございます。３項固定資産売却代金は科目設

定でございます。４項投資の長期貸付金は医師修学資金貸付金の返還分でございます。

４４ページの１款資本的支出では、１目病院増改築事業費で北館改築に伴う事務費で

８５６万０００円、２目病院増改築事業費で北館改築に係ります工事の監理委託料及

び工事請負費で１０億０９６万０００円、医療機器、備品及び透析患者送迎車両購

入費で０４６万０００円でございます。医療器械の内訳は、予算説明資料の４ペー

ジで購入予定の２７件を上げておりますが、大きなものとしましては、電動ベッド、特

浴設備、手術室の無影灯などがございます。２項企業債償還金２億９４９万０００

円は、企業債償還元金分でございます。３項投資の１目長期貸付金４８０万円につきま

しては看護師の修学資金貸与金で、月額５万円の８人分を予定いたしております。

４６ページ、４７ページにつきましては、注記事項でございます。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第４１号議案の提案説明は終わりました。
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以上で平成２９年度各会計予算の提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第２ 承認第１号

○議長（安部 重助君） 日程第２、承認第１号、神河町下水道施設統廃合計画の策定の

件を議題とします。

承認第１号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 承認第１号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認議案は、神河町下水道施設統廃合計画の策定の件でございます。

神河町では、汚水処理施設の整備が完了しており、施設の維持管理の段階に移行して

おります。少子高齢化等により人口減少、流入汚水量の減少、使用料収入の減少等が進

んでいます。一方、各処理場では、処理能力に余裕が生じており、また、老朽化対策や

改築、更新等に多額な費用の増加が予想されます。

そこで、町全体での処理の効率化及び維持管理費の低減を図るため、神河町下水道施

設統廃合計画を策定しましたので、神河町議会基本条例第１４条の規定に基づき議会の

議決を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（中島 康之君） 上下水道課の中島です。承認第１号、神河町下水道施

設統廃合計画の策定の件について、概要版の資料により詳細説明をさせていただきます。

まず、１ページをごらんください。本町で行われている下水処理事業としては、国土

交通省事業である特定環境保全公共下水道事業、農林水産省事業である農業集落排水事

業、厚生労働省事業であるコミュニティープラント事業があります。表１に各処理区の

区域面積、供用開始日を記載しております。

２ページは、各処理区ごとの現在の位置図をあらわしております。全部で１２処理区

に分かれています。

３ページをごらんください。下水道事業を取り巻く環境でございます。整備について

は完了しており、維持管理の段階になっています。図２は神河町人口ビジョンでありま

す。下水道の計画、建設等を行っていた平成７年ごろには１万８２９人余りいた人口

が平成３７年には１万人を切り、その後も右肩下がりで減少していっています。人口減

少により、当然使用水量の減少、使用料の収入減少となり、既存施設の処理能力に余裕

が生じてきています。
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４ページをごらんください。統廃合検討のイメージでございます。処理場の余裕能力

を有したまま複数の老朽化施設の改築、更新を行うのは財政的に不経済で、町の負担が

大きくなります。そこで、処理場の余裕能力を活用して、図面にもありますように、地

形等を考慮し、上流側の処理場を廃止し、接続管渠を新設し、下流側の処理場だけで処

理を行い、効率化及び維持管理費の低減を図るものでございます。

５ページから７ページにかけては、統廃合検討を行ってきた経過を記載しております。

まずは第１ステップでございます。地理的要因である地盤の勾配や河川の状況等より、

統廃合のグループを設定してから核となる処理場を決定し、その処理場の受け入れ能力

と廃止する処理場の日最大汚水量を比較して、受け入れが可能かどうか確認し、接続管

渠、マンホールポンプ等の計画と経済効果があるかどうかの確認を行いました。その結

果が７ページの図４であります。川上処理区は距離が長過ぎるのとトンネルがあること

により、川上処理区を除いて大河内グループ、神崎グループ、長谷グループに分けまし

た。

ステップ２としまして、さらに詳しく検討いたしました。８ページをごらんください。

大河内グループの統廃合検討では、上小田、南小田処理施設を廃止し、大河内浄化セ

ンターへの接続は汚水量等特に問題ありませんでした。

神崎グループの統廃合検討では、粟賀にある神崎第１処理場と根宇野、山田コミプ

ラを廃止し、大山処理区と粟賀南部処理区で処理ができるか検討しました。核としまし

ては、補助メニューもたくさんあり、補助率もよい特定環境保全公共下水道であります

大山処理場と粟賀南部処理場を核としております。ケース１の検討では、神崎第１処理

場の汚水を市場橋を経由して粟賀南部処理場に送るためには本管の能力が不足するため

に、東柏尾地区で約 ６キロメートルの本管の入れかえが必要になるということがわか

りましたので、不採用といたしました。ケース２の案を採用します。大まかに言います

と、根宇野、山田、中村を大山処理場へ、粟賀地域は地形的に下流であります福本処理

場を経由して、ポンプアップで貝野橋を経由して粟賀南部処理場に流入させるのが一番

経済的であるというのがわかりました。長期的に見ますと、流入量が減ってくるといつ

の時点でも福本処理場を廃止できる体制も同時にできているということになります。

９ページは、長谷グループの統廃合検討でございます。ケース１では、大川原処理区

と栗処理区、本村処理区の統廃合は、能力不足と市川の河川横断に多額の費用が必要な

ことから不採用としました。ケース２では、最も処理能力の大きい栗処理区に大川原処

理区、本村処理区を接合する案も、先ほどと同じで市川の河川横断に多額の費用が必要

なことから不採用としました。よって、ケース３の大川原処理区と本村処理区を統合す

る。栗処理区は変更を行わないのが一番経済的であるということがわかりました。

１０ページ、表の２は各処理区の統廃合の水量検討結果でございます。上から順番に、

黄色の着色部が大河内処理場でございます。ブルーの着色の南小田処理区を平成３０年

に統合、緑の着色の上小田処理区を平成３１年に統合させるという計画で、一番下の黄
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色の着色の統合後の大河内浄化センターの流入率は平成３０年では６ ７％、平成３１

年では６ ２％となっており、問題はありません。

次に、本村処理区では、ブルーの着色の大川原処理区を平成３７年に本村処理区に統

合する予定にしております。栗、川上処理場は現在のままでございます。

大山処理区では、ピンクの着色をしております神崎第１処理区に流入している中村の

一部を平成３２年に大山処理区に統合、ブルーの着色の根宇野、山田処理区を平成３７

年に大山処理区に統合させる予定でございます。オレンジの着色部の統合後の大山浄化

センターの平成３７年度の処理場流入率が９ ２％となっております。１００％は切っ

ておりますが、ぎりぎりでは大雨等により流入量がふえると能力を超えることにもなり

ますので、しっかり事前に流量等を確認しながら、また、不明水等もありますので、不

明水対策を行いながら、確実に問題がないという状況で統合を進めていきたいというふ

うに思っております。ですから、場合によっては統合年度をおくらせるということにな

ると思います。

粟賀南部処理区は、濃いブルーの福本処理区に、平成３３年に福本処理場の流入前に

ポンプアップ施設を設置して、貝野橋を経由して粟賀南部に送水できる送水管をまず最

初に設置します。ピンクの着色部、神崎第１処理区を平成３４年度に統合する計画とし

ております。つまり福本処理場でできるだけ処理をして、それ以上の汚水は粟賀南部へ

送るという計画でございます。

１１ページをごらんください。統廃合検討結果のまとめでございます。表３にあらわ

しているとおり、今後１０年間の間で現状の１２処理区から６処理区とし、６処理区で

５処理場の廃止を行い、効率化及び維持管理費の低減を図るものでございます。

１２ページをごらんください。先ほど説明しました統廃合後の処理区の区域図でござ

います。

１３ページをごらんください。タイムスケジュールをあらわしております。

以上が統廃合計画でございます。今後、議会で承認いただければ、各集落に説明に入

り、同意を得られれば工事を実施していきたいというふうに思っております。

以上で神河町下水道施設統廃合計画の詳細説明とさせていただきます。よろしく御審

議いただきますようお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第３ 承認第２号

○議長（安部 重助君） 日程第３、承認第２号、公立神崎総合病院改革プランの策定の

件を議題とします。

承認第２号に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

－１３６－



○町長（山名 宗悟君） 承認第２号の提案理由並びに内容について御説明申し上げます。

本承認議案は、公立神崎総合病院改革プラン策定の件でございます。

公立病院の経営は、新医師臨床研修制度による医師不足や平成１８年度の診療報酬の

マイナス １６％の改定等もあり、極めて厳しい状況となったことから、平成１９年１

２月に国によって公立病院改革ガイドラインが策定され、これを踏まえ、公立病院は改

革に取り組んできました。

しかしながら、依然として医師不足等の厳しい医療環境が続いていることに加え、人

口減少や少子高齢化に伴い、地域ごとに適切な医療を提供するために、これまでの経営

の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直しに加えて、地域医療構想を踏まえ

た役割の明確化の４つの視点に立って改革を進めるために新公立病院改革ガイドライン

が示され、公立病院改革プランを策定をし、経営計画に取り組むこととされました。

都道府県におきましても、超高齢社会と地域の将来の医療提供体制を見定め、地域医

療構想の策定が義務づけられ、公立病院改革プランはその地域医療構想を踏まえて取り

組むこととされたことから、兵庫県の地域医療構想が平成２８年１０月末に策定された

ことを踏まえ、地域での役割を認識し、経営の効率化を図り、持続可能な病院経営を目

指し、改革プランを策定し、取り組むものでございまして、今回、公立神崎総合病院改

革プランを策定いたしましたので、神河町議会基本条例第１４条の規定に基づき議会の

承認を求めるものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。よろしく御審議をいただきますようお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承を願います。

・ ・

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は、あす３月３日午前９時再開とします。

本日はこれで散会といたします。どうも御苦労さんでした。

午後４時０２分散会

－１３７－


